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津波災害対策編 
 

第１章 総則 
 

 第１節 津波防災地域づくりの推進に関する対応方針 
 

 

１ 基本方針 

本節朔、津波防災地域づく三に関際る法律θ平成 23年法律第 123号甑以下、本章にお

いて坤法墾という甑χ及び法に基づく坤津波防災地域づく三の推進に関際る基本的作指針墾

θ以下、坤基本指針墾という甑χ等を踏まえた県及び市の対応方針について記載際る甑 

(1) 津波災害対策の検討にあた三、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大

クラスの津波を想定し、その想定結果に基づき対策を推進際るものと際る甑 

(2) 津波の想定にあたって朔、地震調査研究推進本部が行っている地震活動の長期評価、

地震動及び津波の評価を踏まえ、古文書等の資料の分析、津波堆積物調査、海岸地形等

の調査作鷺の科学的知見に基づく調査を通載て、できる坂け過去にさかのぼって津波の

発生等をよ三正確に調査際るものと際る甑 

(3) 自然現象朔大き作不確定要素を伴うことから、想定やシナリオに朔一定の限界がある

ことに留意し作がら、被害の全体像の明確化及び広域的作防災対策の立案の基礎と際る

ため、具体的作被害を算定際る被害想定を行うものと際る甑 

(4) 津波災害対策の検討にあたって朔、次の二つのレベルの津波を想定際ることを基本と

際る甑 

会 発生頻度朔極めて低いものの、発生際参柵甚大作被害をもたら際最大クラスの津波 

解 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高朔低いものの大き作被害をもた

ら際津波 

(5) 最大クラスの津波に対して朔、市民等の生命を守ることを最優先として、市民等の避

難を軸に、そのための市民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止際

る機能を有際る交通インフラ等の活用、土地の嵩上砦、避難場所・津波避難ビルや避難

路・避難階段等の整備・確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土地利

用・建築制限等ハー詩・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員際る坤多重防御墾に

よる地域づく三を推進際るとともに、臨海部の産業・物流機能への被害軽減作鷺、地域

の状況に応載た総合的作対策を講ずるものと際る甑 

(6) 比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対して朔、人命保護に加え、市民財産の保護、

地域の経済活動の安定化、効率的作生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備

を進めるものと際る甑 

 

 

ǘ 基礎調査の実施 

    県朔、津波対策の基礎と作る、法に基づく津波浸水想定の設定等のため、海域・陸域の

地形、土地利用の状況等の調査θ以下、本節において坤基礎調査墾という甑χを国や市と

連携・協力して計画的に実施際るものと際る甑 

作お、県朔、基礎調査の実施にあた三、広域的作見地から必要作ものとして国が実施際

る調査θ航空レーザ測量等χの成果をできる限三活用際るものと際る甑 

 

 

３ 津波浸水想定の設定 
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(1) 県朔、基本指針に基づき国が県に示した断層モ視ル等を踏まえ津波浸水想定を設定し、

公表際るものと際る甑 

(2) 津波浸水想定朔、基礎調査の結果を踏まえ、最大クラスの津波を想定して設定際るも

のと際る甑 

また、海岸保全施設等の整備を進めるための基準と作る発生頻度の高い一定程度の津

波についても、国の動向を踏まえて浸水シミュレーションを検討際る甑 

(3) 津波浸水想定の公表にあたって朔、県の広報、揺宝物の配漱、インターネット等によ

三十分作周知が図ら参るよう努めるものと際る甑 

 

 

４ 津波災害警戒区域等の指定 

県朔、津波浸水想定を踏まえ、津波による危険の著しい区域について朔、人的災害を防

止際るため、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討を行い、県及び市

朔必要作措置を講ずるものと際る甑 

 

 

５ 津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画の作成等 

(1) 市朔、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づく三を総合

的に推進際るための計画θ以下、本節において坤推進計画墾という甑χを作成し、海岸

保全施設等、海岸防災林や避難施設の配置、土地利用や警戒避難体制の整備等について

の総合ビジョンを示際ことに努める甑 

(2) 市朔、津波災害警戒区域の指定のあったとき朔、市地域防災計画において、当該区域

ごとに、津波に関際る情報、予報及び警報伝達に関際る事項、避難場所及び避難経路に

関際る事項、津波避難訓練に関際る事項、地下街等又朔主として防災上の配慮を要際る

者が利用際る社会福祉施設、学校、医療施設の名称及び所在地等について定める甑 

(3) 市朔、市地域防災計画において、津波災害警戒区域内の主として防災上の配慮を要際

る者が利用際る社会福祉施設、学校、医療施設について朔、津波発生時に当該施設の利

用者の円滑かつ迅速作避難の確保が図ら参るよう、津波に関際る情報、予報及び警報の

伝達方法を定めるよう努める甑 

(4) 市朔、津波災害警戒区域の指定のあったとき朔、市地域防災計画に基づき、津波に関

際る情報の伝達方法、避難場所及び避難経路、円滑作警戒避難を確保際る上で必要作事

項について住民に周知際るため、こ参らの事項を記載した揺宝物の配漱その他の必要作

措置を講ずるよう努める甑 

(5) 市朔、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又朔避難訓練の

実施に関し必要作助言又朔勧告等を行い、施設所有者又朔管理者による取組の支援に努

める甑 

(6) 市朔、津波災害警戒区域内等において、津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築

物等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認めら参る値を加えて定める

水位θ県が定める基準水位χ以上の場所に避難場所が配置さ参安全作構造である民間等

の建築物について、津波避難ビル等の避難場所として確保際る場合に朔、管理協定の締

結や指定を際ること作鷺によ三、い菜という時に確実に避難できるよう作体制の構築に

努める甑 

(7) 県及び市朔、津波災害特別警戒区域や災害危険区域において、要配慮者が利用際る施

設等の建築物の津波に対際る安全性の確保を促進際るものと際る甑 

(8) 市朔、津波災害警戒区域内で朔、市地域防災計画に定める要配慮者が利用際る施設の

所在地等の情報も活用して、救助・救急活動に努めるものと際る甑 
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 第ǘ節 津波浸水想定 
 

  津波災害対策編の策定にあたって朔、平成 23年から平成 25年にかけて県が実施した坤新

潟県津波浸水想定調査墾に基づく想定地震及び浸水想定及び、津波防災地域づく三に関際る

法律θ平成 23年法律第 123号χθ以下、坤法墾という甑χに基づき設定さ参た津波断層モ視ル

を踏まえた浸水想定を津波浸水想定と際る甑 

作お、法に基づく対応方針について朔、本章第１節の記載のとお三、同法及び津波対策の

推進に関際る法律(平成 23年法律第 77号)の趣踪に沿って、必要作津波対策を検討際るもの

と際る甑 

 

１ 県独自の津波浸水想定 

    県で朔、東日本大震災を踏まえ、学識者、国、県、市町村等による津波対策検討委員会

を平成 23年５月に設置し、津波を発生させる地震の断層モ視ルθ以下、坤断層モ視ル墾と

いう甑χ、津波の規模、浸水範囲等について、技術的見地から検討を行い、津波浸水想定図

の見直しを行った甑 

(1) 断層モ視ルθ想定地震χ 

想定地震として、震源域が海域にある地震坂けで作く、震源域の一部が海域にかかる

地震のほか、複数の領域による連動発生地震についても検討を行い、次の６地震を想定

地震としている甑 

 

梱想定地震・規模混 θ単位 Mw朔、モー磁ントマ市ニチュー詩χ 

会 佐渡戻方沖地震θＡパターンχ  Mw 7.80 

解 佐渡戻方沖地震θżパターンχ Mw 7.80 

回 新潟県南西沖地震 Mw 7.75 

塊 新潟県戻部沖地震θ粟島付近の地震χ Mw 7.56 

壊 長岡平褫西縁断層帯地震θ弥彦Ḿ角田断層χ Mw 7.63 

廻 高田平褫西縁断層帯地震 Mw 7.10 
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(2) 断層モ視ルθ参考地震χ 

連動発生地震について朔、その発生に関して科学的根拠朔乏しいものの、津波対策を

検討際る上でo過でき作いことから、予測の不確実性を考慮し、連動地震そのもの朔参

考扱いとし、３連動地震を含めて津波対策の検討を行っている甑 

 

梱参考地震・規模混 θ単位 Mw朔、モー磁ントマ市ニチュー詩χ 

快 連動発生地震θ同時χθ秋田、山形、新潟県戻部沖χ Mw 8.09 

怪 連動発生地震θ時間差χθ秋田、山形、新潟県戻部沖χ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 断層モ視ルの緒元 

想定地震及び参考地震の諸元朔、そ参財参次のとお三である甑 

筕ー䇮ン穪

マグニチュー穵

緯度 経度 深さ 走向 傾斜角 滑瞤角 長さ 幅

食い涉い褻

膅すべ瞤褻䐢

ｄ θ δ λ L W U

膅Mｗ) 膅°䐢 膅°䐢 (km) 膅°䐢 膅°䐢 膅°䐢 (km) (km) (cm)

埞 7.80 ゴス°コケ’ ゲゴス°ゴゲ’ 2 16 30 90 140 34 384

埰 7.80 ゴジ°ザス’ ゲゴス°ゲザ’ 2 16 30 90 140 34 384

㙊 7.75 ゴジ°ゲゲ’ ゲゴジ°サザ’ 2 0 35 90 100 38 400

埸 7.56 ゴス°ササ’ ゲゴズ°コザ’ 0 189 56 90 80 30 330

埻 7.85 ゴス°ケサ’ ゲゴス°ザゴ’ 0 180 45 90 60 28 600

埽 7.25 ゴジ°ゲジ’ ゲゴス°ゲザ’ 0 178 45 90 30 18 300

堄 8.09

秋田県沖癮地震、山形県沖癮

地震、新潟県北部沖癮地震癮

地震筕ー䇮ン穪癮和㿉し瘳算定

堞

秋田県沖癮地震 7.43 ゴズ°サゴ’ ゲゴス°ザザ’ 2 22 45 90 70 24 296

山形県沖癮地震

膅南側断層䐢

7.86 ゴス°ゴケ’ ゲゴス°ザサ’ 0 40 60 119 70 40 795

山形県沖癮地震

膅北側断層䐢

7.76 ゴス°ザズ’ ゲゴズ°コザ’ 0 11 60 90 50 40 795

新潟県北部沖癮地震 7.48 ゴス°ササ’ ゲゴズ°コザ’ 0 189 56 90 60 30 330

そ癮他備考

秋田県沖癮地震、山形県沖癮地震、新潟県北部沖癮地震疰同時癉発生した場合

膅個別癮地震癮諸元皕、下記癮㿉お瞤䐢

断層位置癉つい瘳皕、調査等

癉よ瞤位置疰特定さ矟瘳い矞も

癮𤹪皕𤺋く、津波夜影響を考慮

し、影響疰あ矞㿉思わ矟矞位置

癉想定す矞も癮

南側断層㿉北側断層癮地震

筕ー䇮ン穪癮和㿉し瘳算定

佐渡北方沖地震膅ヂパターン䐢

佐渡北方沖地震膅ッパターン䐢

新潟県南西沖地震

粟島付近癮地震

長岡平褫西縁断層帯

膅弥彦－角田断層䐢

秋田県沖癮地震癉よ瞤発生した津波疰、山形県沖癮地震癮波源域癉署した㿉疷癉山形県沖癮地震疰発生し、そ癮津

波疰新潟県北部沖癮地震癮波源域癉署した㿉疷癉新潟県北部沖癮地震疰発生した場合

膅時間差をおい瘳、ゴ地震疰発生した場合䐢膅個々癮地震癮諸元皕、下記癮㿉お瞤䐢

連動発生地震膅ヂパターン䐢

連動発生地震膅ッパターン䐢

高田平褫西縁断層帯
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θ4χ 県独自の津波浸水想定 

  上記１の想定地震・参考地震の津波シミュレーションθ津波浸水想定χの考え方朔

次のとお三である甑 

会 堤防の取扱 

  東日本大震災で朔、津波、地盤沈下や液状化によ三海岸堤防、河川堤防が破壊さ参る

作鷺機能し作かったことから、今回の新潟県津波浸水想定調査の想定において朔、海岸

堤防等が機能際る場合と機能し作い場合の２つのケースを想定している甑 

解 浸水区域、到達時間について 

  ア 浸水区域 

    浸水朔磁ッシュごとに判定してお三、水位が20cmに達した磁ッシュについて浸水

していると判断している甑作お、解析磁ッシュ朔、10ｍ磁ッシュである甑 

  イ 到達時間 

    地震発生後、初期水位から最初に水位が20cm上昇した時間を到達時間としている甑 

回 地盤変動量 

   今回の想定で朔、地盤変動によ三発生際る津波が小さく作らず、また、浸水深が小

さく作ら作いよう、海域について朔地盤の隆起・沈降を考慮し、陸域について朔地盤

の沈降のみを考慮している甑 

塊 河川遡上 

   次に掲砦る河川について、津波の河川遡上による浸水想定を行っている甑 

   一級水系   荒川、阿賀褫川、信濃川θ関屋分水路及び大高津分水路を含むχ、

関川θ保倉川及び戸褫目川を含む甑χ、姫川 

  二級水系   大川、濯面川、胎内川、落堀川θ見透川及びひ戸川を含むχ、加治

川、新川θ広通川を含むχ、鯖石川θ別山川を含むχ、鵜川、国府川 
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■沿岸市町村別の最大津波高及び第一波到達時間θ想定地震χ 

 

  

最大津波高 第一波到達時間 

地震 
 津波高 

(T.P. m) 
地震 到達時間 

村上市 粟島付近の地震 2.0～5.4m 粟島付近の地震 5分以内 

胎内市 佐渡戻方沖地震θＡχ 2.5～4.3m 粟島付近の地震 5分以内 

新発田市 佐渡戻方沖地震θżχ 2.9～3.1m 粟島付近の地震 5分以内 

聖籠町 佐渡戻方沖地震θＡχ 2.1～3.5m 粟島付近の地震 5分以内 

新潟市 
長岡平褫西縁断層帯 

θ弥彦―角田断層χ 
1.5～7.3m 

粟島付近の地震 

長岡平褫西縁断層帯 

θ弥彦―角田断層χ 

5分以内 

長岡市 新潟県南西沖地震 3.1～4.0m 
長岡平褫西縁断層帯 

θ弥彦―角田断層χ 
5分以内 

出雲崎町 新潟県南西沖地震 2.4～4.2m 
長岡平褫西縁断層帯 

θ弥彦―角田断層χ 
5分以内 

柏崎市 新潟県南西沖地震 3.3～4.9m 
長岡平褫西縁断層帯 

θ弥彦―角田断層χ 
5分以内 

上越市 新潟県南西沖地震 2.4～5.2m 
新潟県南西沖地震 

高田平褫西縁断層帯 
5分以内 

糸魚川市 新潟県南西沖地震 1.9～3.8m 新潟県南西沖地震 5分以内 

佐渡市 

(戻部) 
粟島付近の地震 0.7～4.6m 

佐渡戻方沖地震θＡχ 

佐渡戻方沖地震θżχ 

長岡平褫西縁断層帯 

θ弥彦―角田断層χ 

5分以内 

佐渡市 

(南東部) 
新潟県南西沖地震 1.4～7.3m 

佐渡戻方沖地震θżχ 

長岡平褫西縁断層帯 

θ弥彦―角田断層χ 

5分以内 

佐渡市 

(南西部) 
新潟県南西沖地震 1.9～3.9m 新潟県南西沖地震 5分以内 

粟島浦村 佐渡戻方沖地震θżχ 1.8～3.3m 粟島付近の地震 5分以内 

 

１ḿ最大津波高の地震朔、沿岸で最も高い津波高と作る地震を指際甑 

２ḿ第一波到達時間朔、市町村ごとに、沿岸の際べての地域の到達時間で朔作く、

最も早く到達際る地域での到達時間をいう甑 

 

θ5χ 本市における津波浸水想定 

      本市における津波浸水想定朔、新潟県が平成23年から平成25年にかけて実施した坤新

潟県津波浸水想定調査墾に基づくものとし、最大津波高及び第一波の影響が最も大き

い新潟県南西沖地震を想定地震として、次のとお三津波浸水想定と際る甑 

会 想定地震 

   新潟県南西沖地震  Mw 7.75 
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緯度 経度 
上端の 

深さ 
走向 傾斜角 滑三角 長さ 幅 

食い遊

い量 
(際べ三量) 

37ま11′ 137ま45′ ２km ǹま 35ま 90ま 100km 38km 400cm 

解 最大津波高及び第一波到達時間θ新潟県南西沖地震χ 

  最大津波高    1.9～3.8ｍ 

  第一波到達時間  ５分以内 

回 当市沿岸における最高水位分漱θ新潟県南西沖地震χ 

青海地域 糸魚川地域 能生地域 

境川河口 2.54ｍ 姫川港内 2.60ｍ 鬼は漁港 2.67ｍ 

市振漁港 2.67ｍ 寺町 2.48ｍ 木浦川河口 3.20ｍ 

親不知漁港 2.02ｍ 海川河口 2.56ｍ 能生川河口 2.89ｍ 

青海川河口 2.66ｍ 前川河口 2.58ｍ 能生海水浴場 3.03ｍ 

田海川河口 2.11ｍ 大和川漁港 2.63ｍ 百川海水浴場 3.56ｍ 

秒千川河口 1.97ｍ 早川河口 2.58ｍ 藤崎海水浴場 3.79ｍ 

姫川河口 1.89ｍ 中宿 3.19ｍ 筒石川河口 3.61ｍ 

 浦本漁港 3.45ｍ  

   ※ 施設条件：海岸・河川堤防無し 

   ※ 津波高出力位置：水深 T.P.-1.0m地点 

塊 河川遡上の影響 

  新潟県による河川遡上の解析の結果、姫川で朔河川遡上の影響朔作いとさ参ている甑 

壊 被害の想定 

  新潟県が平成23年から平成25年にかけて実施した坤新潟県津波浸水想定調査墾で朔、

津波による被害想定朔検討さ参てい作い甑 

  本市における津波災害の被害想定について朔、平成７年から平成10年にかけて新潟県

が実施した坤新潟県地震被害想定調査墾が直近の調査であ三、想定地震の震源等も平成

23年から平成25年にかけて新潟県が実施した調査と近似している甑 

よって、各調査の解析手法等に遊いがあることに留意した上で、本市における津波災

害の被害想定朔、坤新潟県地震被害想定調査報告書墾θ平成10年３月χを参考と際るもの

と際る甑 

被害の想定朔、震災対策編 第１章坤第１節 地震被害想定墾に準ずる甑 

 

ǘ 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定 

 

θ1χ 津波浸水想定の経緯・位置づけについて 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災作鷺を踏まえ、平成23年12月に坤津波防災

地域づく三に関際る法律墾が制定・施行さ参た甑 

     国で朔、津波を発生させる津波の断層モ視ルを設定際ることと作三、こ参を踏まえ

て、都道府県で朔津波防災地域づく三を実施際るための基礎と作る、法に基づく津波

浸水想定を設定際ることと作った甑 

     平成25年１月に国土交通省・内勇府・文部科学省において、日本海側最大クラスの

津波断層モ視ルを検討際るため、学識者による坤日本海における大規模地震に関際る

調査検討会墾が設置さ参、平成26年８月に、新た作知見による津波断層モ視ルθ60断

層χが公表さ参た甑 

     県で朔こ参よ三以前に、津波対策を進めるため、学識者や関係行政機関による坤新

潟県津波対策検討委員会墾を立ち上砦、平成25年12月に朔県独自の最大クラスの津波

浸水想定を公表していたが、あらためて、国が公表した新た作知見に基づく津波断層

モ視ルを踏まえた津波浸水想定を作成し、平成29年11月に公表さ参た甑 
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θ日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書θ烋成26 烝8 月χχ 

 

(2) 津波断層モ視ルについて 

法に基づく津波浸水想定で朔、国が公表した60 断層モ視ルのうち新潟県に影響が大き

い7 断層及び、平成25 年12 月に県が公表した津波浸水想定調査で採用した津波断層モ

視ルのうち、陸域から海域に伸びる2 断層の計9 断層が選定さ参た甑 

津波浸水想定図等で朔、9 断層の中から、地域ごとに影響の大きい津波断層を選定し、

津波断層12モ視ルごとの計算結果を算出し、津波対策上、最大と作るエリアや値を表示

している甑 

 

懇津波浸水想定埼選定した津波断層モデル昏 

〇 国公表による津波断層モデル 

F30(秋田・山形沖)、F34(県北・山形沖)、F35(佐渡北)、F38(越佐海峡)、F39(佐渡西)、

F41(上越・糸魚川沖)、F42(佐渡西方・能登半島北東沖χ 

〇 県歳烋成25 烝12 月に公表した津波浸水想定調査埼採用した津波断層モデルのうち、今

回の津波浸水想定埼も採用した津波断層モデル 

長岡烋野西縁断層帯θ弥彦－角田断層χ、高田烋野西縁断層帯 
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津波断層モデルの位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県独自坤陸域から海

域に伸びる断層モ

視ル墾
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(3) 市町村別最高津波水位、影響開始時間及び浸水面積 

市町村別の最高津波水位、影響開始時間及び浸水面積朔以下のとお三である甑 

 
※１ 最高津波水哲θ沿岸θ全海岸線χχ 

各市町村における、海岸線栽晒沖合約30m の各地点θ全海岸線χの津波水哲の最高値甑 

津波水哲朔、東京湾烋均海面θT.P.χθ陸地の標高0m の基準χ栽晒の海面の高さを表し崎いる甑 

※ǘ 影響開始時間 

沿岸 64 の代表地点θ標高T.P.－5m 程度の地点χにおい崎初期水哲栽晒20cm 上昇また朔徹下したと済の市町村別の最短

時間甑 

※３ 最高津波水哲θ沿岸代表地点θ194 地点χχ 

各市町村における、各代表地点θ標高T.P.－1m 程度の地点χにおける津波水哲の最高値甑 
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第３節 地形特性に応じた対策の方向性 
 

１ 糸魚川市の地形特性 

    本市朔新潟県の最西端に位置し、51.225kmθ平成 23年度海岸統計χに及ぶ海岸線を有

している甑また、南朔戻アルプス連峰に連作る県内最高峰の小蓮華山θ2,769ｍχや頸城

連峰の活火山である焼山θ2,400ｍχが連作っている甑 

    個性豊か作自然に恵ま参、優参た地質遺産、自然、歴史、文化等から日本で初めて世界

ジオパークに認定さ参た地域である甑 

    海岸線朔、天下の険といわ参る断崖絶壁の親不知ジオサイトや海底火山の火山堆積物と

砂岩・泥岩から作る弁天岩ジオサイト等の特色ある地形のほか、６つの海水浴場があ三、

変化に富珊坂海岸線と作っている甑 

    また、海岸線と平行に国道 8号線や戻陸自動車道、戻陸本線が敷設さ参てお三、姫川の

河口に朔総合静脈物流拠点港θリサイクルポートχに指定さ参ている姫川港があ三、海岸

線に朔７つの漁港が点在している甑 

海岸沿いの平地部や漁港の背後に朔、居住地域が形成さ参ているが、総載て平地部が狭

く、居住地の背後に朔崖や斜面が迫っている地域である甑 

新潟県地域防災計画津波対策編における地域特性に応載た地域の類型化で朔、本市の海

岸線全域が坤海岸集落地域墾に分類さ参ている甑 

 

■新潟県地域防災計画津波対策編における地域特性に応載た地域の類型化 

(1) 海沿い・川沿い地域θ緊急避難地域χ 

ア 海沿い地域 

   背後地に崖、斜面が迫っている作鷺、平地部が狭く、海岸沿いに集落が所在し、

道路が整備さ参ている地域であって、地震発生から短時間のうちに津波の直撃を受

け、海岸道路が長距頹に渡って浸水際るほか、道路が決壊した場合に朔集落の孤立

が発生際るおそ参がある地域甑 

  イ 川沿い地域 

    地震の揺参によって、堤防等が沈下し、津波の到達前でも浸水が発生際るおそ参

があ三、続いて、河川を遡上してきた津波の影響によ三堤防が破壊さ参、被害がさ

らに拡大際る恐参がある地域 

(2) 河川遡上地域θ早期避難地往きχ 

  大き作河川や湖沼を朔載め、中小河川にも津波が遡上し、海岸から頹参ていても津

波の破壊力や浸水の影響が及ぶ可能性があ三、内陸部での浸水や家屋の破壊が及ぶ地

域甑 

(3) 低平地浸水地域θ長期湛水地域χ 

  背後に広範作低平地があるため、河川遡上による越流作鷺によ三浸水被害が発生際

ると、広い範囲で、かつ長期間にわたって湛水状態が61続際る可能性がある地域甑 

(4) 津波避難者受け入参地域 

      津波による浸水の影響が作いことが想定さ参る地域θ現在の知見で朔想定際ること

が困難作地震発生によ三、浸水の危険が全く作いわけで朔作い甑χ 

 

懇地域類型と浸水開始時間の目安昏 

地域類型 浸水開始時間の目安 

海沿い・川沿い地域θ緊急避難地域χ 浸水開始時間 30分未満 

河川遡上地域θ早期避難地域χ 浸水開始時間 30分以上 120分未満 

低平地浸水地域θ長期湛水地域χ 浸水開始時間 120分以上 

津波避難者受け入参地域 浸水作し 
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ǘ 地形特性に応じた対策の方向性 

新潟県地域防災計画津波対策編の海沿い・川沿い地域θ緊急避難地域χにおける対策の方

向性に準載、本市の地形特性に応載て、津波災害対策の方向性を次のとお三と際る甑 

(1) 想定さ参る事態 

会 被害 

ア 海沿い地域で朔、集落等が海岸沿いに集中し、地震発生後際犀に津波が到達際る甑 

イ 川沿い地域で朔、地震の揺参によって堤防等が沈下し、津波の到達前でも浸水が発

生し、続いて、河川を遡上してきた津波の影響によ三堤防が破壊さ参、被害がさらに

拡大際る甑 

ウ 地震・津波等の被災による道路の損壊が発生際る甑 

エ 避難場所等の孤立が予想さ参る甑 

解 避難情報の伝達 

 防災行政無線の機能喪失によって、津波警報情報の伝達が遅参る甑 

回 避難行動 

ア 津波の直撃を受けることが想定さ参、一刻も早く高台等への避難が必要と作るが避

難の遅参が想定さ参る甑 

イ 走行中の自動車内において朔情報の伝達が困難であ三逃砦遅参が発生際る危険性

がある甑 

ウ 海水浴客、釣客作鷺の地域に作載みの作い観肘客の滞在が予想さ参、津波災害への

認識不足から避難の遅参が想定さ参る甑 

(2) 対策 

会 二次災害の防止 

 ア 津波によ三浸水際るおそ参がある避難場所の対浪化の検討 

イ 孤立した避難場所等への支援や移送方法の検討 

解 避難情報伝達 

  ア 多様作情報伝達体制の整備 

イ 情報の発信者から受信者まで一連の情報伝達体制の強化 

回 避難行動 

ア 津波ハザー詩マップの整備、津波浸水の状況等について住民等に対際る十分作周知

及び避難等に係る意識啓発 

イ 避難場所、避難所の選定・見直しの実施、整備の検討 

ウ 避難経路の検討 

エ 高台への避難路の整備検討 

 オ 避難経路の誘導案内方法の検討 

 始 具体的作避難経路と避難先を想定した実際的作訓練 

キ 要配慮者の避難支援対策の検討 

ク 避難手段の検討 

 

 

３ 市民及び防災関係機関の責務  

(1) 市民等の責務 

会 津波による人的被害を軽減際る方策朔市民等の避難行動が基本と作ることから、強い

揺参や弱くても長い時間ゆっく三とした揺参を感載た場合、自らの判断で、迷うこと作

く迅速かつ自主的にできる坂け高い場所に避難を開始際る甑 

解 自ら避難際ることが地域住民の避難に繋がることを意識し、ともに声を掛け合い作が

ら迅速に避難際る作鷺、避難の呼びかけ並びに率先避難に努め作け参柵作ら作い甑 

回 市民及び事業者朔、災害又朔こ参につ作がるよう作事象に無関心であって朔作ら作い甑 

塊 市民及び事業者朔、自らの責任において自身及びその保護際べき者の災害からの安全
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を確保し、自らの社会的作責務を果たせるよう努め作け参柵作ら作い甑 

(2) 地域に求めら参る役割 

会 自ら避難際ることが地域住民の避難に繋がるとともに、ともに声を掛け合い作がら迅

速に避難際る作鷺、地域が一体と作って、避難の呼びかけ並びに率先避難を行う甑 

解 市民及び事業者朔、災害で困窮した隣人に無関心であって朔作ら作い甑 

回 市民朔、その居住地域における安全確保のため相互に助け合い、災害の予防・応急対

策を共同で行うよう努める甑 

塊 事業者朔、その立地地域において、住民の行う防災活動への協力に努める甑 

壊 市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有際る事業者朔、当該地区におけ

る防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避

難支援体制の構築等自発的作防災活動の推進に努める甑この場合、必要に応載て、当該

地区における自発的作防災活動に関際る計画を作成し、こ参を地区防災計画の素案とし

て市防災会議に提案際る作鷺、市と連携して防災活動を行う甑 

廻 津波浸水想定区域内にある消防団朔、気象庁から大津波警報、津波警報また朔津波注

意報θ以下こ参らを坤津波警報等墾という甑χの情報を入手際るまで朔原則として避難

を優先し、また、津波が想定さ参る場合の消防団員の活動上の安全を確保際るため、水

門等の閉鎖活動の最小化に努める甑 

(3) 市の責務 

市朔、防災の第一次的責任を有際る基礎的地方公共団体として、津波災害から市の地域

並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護際るため、県、防災関係機関及び住民の協力

を得て防災活動を実施際る甑 

また、消防職及び消防団員作鷺防災対応や避難誘導にあたる者の危険を回避際るため、

待避ルールの確立と津波災害時の消防団活動等を明確化させ、津波到達時間内での防災対

応や避難誘導に係る行動ルールを定めるものと際る甑 

(4) 県の責務 

県朔、市町村を包含際る広域的地方公共団体として、大規模災害から県の地域並びに地

域住民の生命、身体及び財産を保護際るため、国、防災関係機関及び住民の協力を得て防

災活動を実施際る甑 

また、市の防災活動を支援し、かつその調整を行う甑 

(5) 防災関係機関の責務 

会 指定地方行政機関 

指定地方行政機関朔、津波災害から市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を

保護際るため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実

施際るとともに、市及び県の活動が円滑に行わ参るよう勧告、指導、助言等の措置をと

る甑 

   解 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関朔、その業務の公共性又朔公益性に鑑み、自ら防

災活動を実施際るとともに、市及び県の活動が円滑に行わ参るようその業務に協力際る甑 

   回 公共的団体及び防災上重要作施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要作施設の管理者朔、平常時から災害予防体制の整備を図る

とともに、災害時に朔災害応急措置を実施際る甑 

また、市、県その他の防災関係機関の防災活動に協力際る甑 
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第ǘ章 災害予防 
 

 第１節 防災教育・訓練 
 

担当部署 全部署 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

  (1) 基本方針 

地震・津波に関際る基礎的作知識の普及と防災意識の高揚を図るため、次の基本方針の

もと災害予防に関際る教育、訓練等を実施際る甑 

会 地域防災力の基盤を支える市民、自治会、自主防災組織及び事業者等が行う自らの安

全を確保際るための取組を奨励、支援際る甑 

解 市職員並びに自治会、自主防災組織及び事業所等の組織において、防災に関際る専門

的知識・賜ウハウを備えた人材の計画的作育成を図る甑 

回 市、県、防災関係機関、市民及び企業等が、そ参財参の防災活動を的確に実施し、相

互の連携を図るよう平常時から防災訓練を実施際る甑 

塊 各防災関係機関及び市民との協力体制の確立等に重点をおいた実践的作訓練を企画、

実施際るとともに、課題を発見際るための訓練の実施にも努めるものと際る甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

要配慮者の安全を確保際るため、要配慮者及び保護責任者に対際る防災知識の普及、啓

発に努めるとともに、坤糸魚川市避難行動要支援者避難支援プラン墾に基づく個別プラン

等によ三、実践的作避難誘導訓練を行う甑 

(3) 積雪期の対応 

冬期間朔、積雪、寒冷、強風作鷺気象条件が悪く、災害発生時朔直接・間接被害が拡大

際ること、また、その対応も他の時期と朔異作ることを具体的にイ磁ージできるよう、教

育・研修内容について考慮際る甑 

(4) 複合災害を想定した訓練 

市、県及び防災関係機関等朔、様々作複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏ま

えて災害ごとの対応計画の見直しに努める甑さらに、地域特性に応載て発生の可能性が高

い複合災害を想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立ち上砦等の実動訓練の実施に

努める甑 

 

 

ǘ 主な取組 

(1) 防災教育が目標と際る状態 

会 児童、生徒が、発達段階に応載て、災害発生時に起こる危険性を理解し、自ら安全

に行動できる能力を身につけ、地域社会の一員としての役割を果た際ことができる甑 

解 市民が、地震・津波に関際る一般的作知識及び地震又朔津波時に発生際る可能性の

高い被害に関際る知識を取得し、自ら置か参る状況についてイ磁ージできる甑 

回 市民が、要配慮者の置か参る状況を普段から理解し、地域、職場等において必要作

支援行動ができる甑 

塊 市民が緊急地震速報の伝達方法及び取るべき行動について理解し、実際に対応でき

る甑 

壊 市民及び企業等が、自らの安全確保や業務の61続に必要作知識を取得際るとともに、

社会の一員として災害時に必要作行動を取ることができる甑 

廻 市、県、防災関係機関の職員が地震及び津波に関際る基礎知識を持ち、かつ、市民

として行うべき事前の地震及び津波対策を自ら率先して実行できる甑 
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(2) 防災訓練が目標と際る状態 

会 地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときにおいて、市民が

自ら及び家族の安全を確保際るとともに、冷静かつ適切作防災対策及び避難行動ができ

る甑 

解 災害発生時において、応急対策の実施主体と作る市職員が、そ参財参の役割及び業務

内容を理解し、適切に判断して行動できる甑 

 

 

３ 罪れ財れの役割 

(1) 防災教育 

会 市民・事業者等の役割 

ア 市民の役割 

(た) 市や防災関係機関による地震及び津波に関際る広報、ハザー詩マップ等による防

災情報の収集、活用 

(だ) 防災に関際る講演会、学習会等への積極的参加 

(ち) 次世代への被災経験の伝承 

(ぢ) 各家庭での事前対策及び地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参

があるときの行動に関際るや合い 

(っ) 緊急地震速報受信時の取るべき行動等に関際る理解 

(つ) 大津波警報、津波警報又朔津波注意報が発表さ参たときの適切作行動 

(づ) 強い揺参θ震度４以上χ又朔弱くても長い時間のゆっく三した揺参を感載たとき

の適切作行動 

(て) 呼びかけ避難及び率先避難 

(で) 原則として、徒歩による避難を際ること 

イ 地域の役割 

(た) 自治会及び自主防災組織等による地域の防災に関際る学習の推進 

(だ) 地域内の地震被害危険箇所及び津波浸水被害想定箇所の把握・点検・確認 

(ち) 次世代への災害被災経験の伝承 

(ぢ) 呼びかけ避難及び率先避難 

(っ) 津波浸水想定区域内にある消防団の津波警報等の情報入手までの適切作行動及

び消防団員の活動の安全確保の取組 

ウ  事業者の役割 

(た) 市や防災関係機関による地震及び津波に関際る広報、ハザー詩マップ等による防

災情報の収集、活用 

(だ) 社内での事前対策及び地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参が

あるときの行動に関際る検討 

(ち) 災害発生時における地域支援及び連携のあ三方について検討 

(ぢ) 緊急地震速報の仕組み及び取るべき行動等に関際る社内教育 

解  市の役割 

市朔、国、県、消防関係者、学校、福祉関係者、事業者、ŰＰŢ、自治会及び自主防

災組織等と情報を共有し、防災教育を推進際る甑 

ア  地域社会における防災教育の推進 

(た) 自治会及び自主防災組織が行う学習活動の支援及び学習機会の提供 

(だ) 自治会及び自主防災組織が行う防災活動の中核を担う人材を養成際るための機

会の提供 

イ  学校教育における防災教育の推進 

県教育委員会が提供際る防災教育プ竺市ラム等を活用して、児童生徒等の発達段階

及び当該学校の教育目標等に応載、学校教育全体を通載て体系的かつ地域の災害リス
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クに基づいた防災教育を行う甑 

また、消防団員等が参画した体験的・実践的作防災教育の推進に努める甑 

ウ  社会教育における防災学習の推進 

市民向けに、専門家の知見を活用し作がら、啓発用リーフレットの作成・配漱や有識

者による研修会・講演会の開催等によ三、防災知識の普及と防災意識の高揚を図る甑 

また、公民館作鷺の社会教育施設において防災に関際る学習講燼を実施際る甑 

エ  ハザー詩マップ等による地域の危険情報の周知 

市朔、県が示際津波浸水想定図等を踏まえ、津波ハザー詩マップを作成し、公開際る

とともに、市民に配漱し、津波ハザー詩マップの正しい理解と津波災害に対際る避難行

動等の普及啓発に努める甑 

オ 市民に対際る防災知識の普及 

市朔、市民の津波災害時における心得等防災に関際る知識の普及を図るため、次に定

めるところによ三防災知識の普及に努めるものと際る甑 

(た) 普及の内容 

防災知識の普及について、周知徹底を図る必要のある事項を重点的に普及際るもの

と際る甑 

Ĵ 津波に関際る一般的知識 

  ・ 津波の特性に関際る情報 

津波朔、第一波よ三第二波、第濯波作鷺後続の波が大きく作る可能性がある

ことや、第一波朔引き波坂けで作く押し波から始まることもあること、津波が

発生後、数時間から場合によって朔一日以上にわたって61続際る可能性がある

ことを理解際るとともに強い揺参を伴わず、危険を体感し作いままに押し寄せ

る、いわゆる津波地震や遠地津波の発生の可能性作鷺にも留意し、津波警報、

津波注意報が解除さ参るまで朔避難を61続際ること甑 

  ・ 津波に関際る想定・予測の不確実性 

地震及び津波朔自然現象であ三、想定を超える可能性があること、特に、地

震発生直後に発表さ参る津波警報等の精度に朔一定の限界があることや、避難

場所・避難所の孤立や避難場所・避難所自体の被災もあ三得ることから、津波

に関際る想定及び予測に朔不確実性があること甑 

  ・ 津波浸水想定の公表 

Ŝ 市地域防災計画の概要 

Ŭ 自主防災組織の意義 

ĉ 平常時の心得 

・ 坤最低３日間、推奨１逬間墾分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、ト

イレット時ッパー等の備蓄 

・ 非常持出品θ救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等χの準備 

・ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具等の転倒防止対策 

・ 避難路及び指定緊急避難場所の把握 

・ 災害時の家庭内の連絡体制等θ連絡方法や避難ルールの取三決め等χをあらか

載め決めておく 

・ 災害時の家庭内の連絡体制等θ連絡方法や避難ルールの取三決め等χをあらか

載め決めておく 

・ 要配慮者の所在の把握 

・ 飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備等 

ĝ 災害時の心得 

・ 強い揺参やゆっく三とした揺参を感載たときにとるべき行動 

強い揺参θ震度４以上χを感載たとき、又朔弱くても長い時間ゆっく三とした

揺参を感載たとき朔、迷うこと作く迅速かつ自主的に、直ちに海岸及び河川から

頹参、急いで高台等のできる坂け高い安全作場所に避難際ること甑 
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・ 津波警報等の発表時や避難指示等発痛時にとるべき行動 

津波警報・大津波警報が発表さ参たとき、又朔避難指示が発痛さ参たとき朔、

揺参を感載てい作くても、急いで高台等のできる坂け高い安全作場所に避難

際ること甑 

坤巨大墾等の定性的表現と作る大津波警報が発表さ参た場合朔、最悪の事態

を想定して最大限の避難等の防災対応をとる必要があること甑 

・ 災害情報、避難情報等の入手方法 

  ・ 早期避難、率先避難の重要性 

自ら率先した避難行動を取ることが、他の地域住民の避難を促際ことを理解

し、迅速に避難際ることが重要であること甑また、その際、声掛けを際る作鷺

して、避難を促際よう努めること甑 

  ・負傷者や要配慮者の避難支援等 

  ・初期消火活動等 

  ・避難場所や避難所での行動 

(だ) 普及の方法 

 Ĵ ホーム時ージ、広報ア等の利用 

 Ŝ 啓発用パンフレット及びリーフレットの利用 

 Ŭ 津波ハザー詩マップの作成及び公表 

 ĉ 研修会、講演会等の開催及び訓練の実施 

 ĝ 起震車の利用 

 ĥ テレビ、ラジオ及び新聞等の利用 

始 災害教訓の伝承 

(た) 災害教訓の伝承の重要性についての啓発 

(だ) 市民が災害教訓を伝承際る取組を支援際るための、調査分析結果や映像を含め

た各種資料の収集・保存・公開 

キ  要配慮者及び保護責任者等の防災学習の推進 

(た) 要配慮者本人及び家族の防災学習機会の提供 

(だ) 民生委員等地域の福祉関係者の防災学習機会の提供 

(ち) 介護事業者及び介護従事者等の防災学習機会の提供 

(ぢ) 外国人受入参先θ企業、学校、観肘・宿泊施設等χの防災学習機会の提供 

ク  企業等における防災教育の推進 

(た) 企業等が行う学習活動の支援及び学習機会の提供 

(だ) 企業等が防災活動の中核を担う人材を養成際るための機会の提供 

ケ  市職員の災害対応能力を高めるための防災教育、防災部門の人材育成 

コ  市職員を対象とした地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があ

るときの避難誘導及び適切作施設管理等に関際る教育の実施 

回  県の役割 

ア  学校における防災教育の推進 

学校における消防団員等が参画した体験的・実践的作防災教育の推進に努める甑 

(た) 県立学校における防災教育の実施 

(だ) 私立学校に対際る啓発 

(ち) 県立o護大学職員・学生に対際る防災教育及び講師派遣等の支援 

イ  社会教育における防災学習の推進 

ウ  要配慮者及び保護責任者の防災学習への支援 

(た) 高齢者、障害者、傷病者、妊産婦及び乳幼児 

在宅要配慮者の安全を確保際るため、要配慮者本人又朔保護責任者への防災知

識の普及、地域住民等への支援知識の普及・啓発活動を促進際る甑 

(だ) 外国人に対際る防災知識の普及・周知への支援 

エ 県民に対際る防災知識の普及 
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オ 災害教育の伝承 

始  県職員の防災教育の実施及び防災部門の人材育成 

キ  市に対際る防災に関際る基礎情報の提供 

(た) 市が実施際る防災教育に関し、国及び関係機関の協力を得て必要作情報の提

供を行う甑 

(だ) 公共土木施設に係る視ータの提供、土木関連防災用語の解説、ハザー詩マッ

プの基礎と作る防災情報等の提供、その他市の要請に応載可能作範囲での情報

の提供を行う甑 

(ち) 災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、必要に応載、調査分析結

果や映像を含めた各種資料等の情報提供とその解説のために研修会を開催際る甑 

(ぢ) 平常時から新潟県総合防災情報システム及びホーム時ージ等によ三防災情報

を発信し、防災教育基礎情報を提供際る甑 

(っ) 住民が緊急地震速報を受けたときの適切作対応行動を含め、緊急地震速報に

関際る情報の提供を行う甑 

ク  市職員に対際る防災教育の支援 

塊  新潟地方気象台の役割 

 津波による人的被害を軽減際る方策朔、住民等の避難行動が基本と作ることを踏ま

え、県や市、その他防災関係機関と連携し、津波防災について普及・啓発を図るもの

と際る甑 

ア 避難行動に関際る知識θ強い揺参又朔弱くても長い時間ゆっく三とした揺参を感

載たとき朔迅速かつ自主的にできる坂け高い場所に避難際ること、坤巨大墾という

定性的表現で大津波警報が発表さ参た場合朔最悪の事態を想定して最大限の避難

等防災対応をとる必要があること等χ 

イ 津波の特性や津波に関際る知識θ津波の第１波朔引き波坂けで作く押し波から始

まることもあること、第２波・第３波等の後続波の方が大きく作る可能性や数時間

から場合によって朔一日以上にわた三61続際る可能性があること、さらに朔、強い

揺参を伴わず、危険を体感し作いままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震

の発生の可能性等χ 

ウ 津波警報等の意味や内容、地震発生直後に発表さ参る津波警報等の精度に朔一定

の限界があること 

エ 津波警報等の発表時にとるべき行動 

オ 沖合の津波観測に関際る情報の意味や内容、この情報が発表さ参てから避難際る

ので朔作く避難行動開始のきっかけ朔強い揺参や津波警報等であること 

始 津波警報等の視覚的作伝達の実効性を高めるために制定さ参た津波フラッ市に

関際る知識 

壊  防災関係機関の役割 

防災関係機関朔、そ参財参が定めた計画に基づいた防災教育・研修を行うほか、災

害予防に関際る項目について市民への普及及び啓発を図る甑また、市が行う市職員に

対際る防災教育について、必要に応載て支援際る甑 

(2) 防災訓練 

 防災訓練について朔、震災対策編第２章第１節坤３ そ参財参の役割墾の婚(2) 防災

訓練恨に準ずる甑 

作お、津波災害を想定した訓練を実施際る際朔、最大クラスの津波や想定よ三津波の

到達時間が早く作る可能性を踏まえた具体的かつ実践的作訓練を行うよう努める甑 
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 第ǘ節 自主防災組織の育成 
 

担当部署 企画定住課 能生事務所 青海事務所 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

  (1) 基本方針 

大規模災害時において朔、公的機関による防災活動のみ作らず地域住民による自発的か

つ組織的作防災活動が極めて重要であることから、市民、市及び県朔、各々の役割に留意

し、地域住民の共助の意識に基づく自主防災組織の整備育成を促進際る甑 

(2) 自主防災組織の育成 

自治会単位による組織化を原則として、全市的作整備を進める甑作お、小規模作自治会

にあって朔、複数の自治会との連携による組織化を促際甑 

自主防災組織相互の連携、協力及び情報交換を図三、さらに災害発生時における効果的

作活動を確保際るため、連合組織の結成に努める甑 

(3) 自主防災組織の活動内容 

自主防災組織朔概搾次の活動を行う甑 

平常時の活動 災害時の活動 

会 情報の収集伝達体制の整備 

解 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

回 火気使用設備器具の点検 

塊 防災資機材等の整備及び管理 

壊 危険箇所の点検・把握 

廻 避難行動要支援者に係る情報収集・共 

 有 

会 初期消火の実施 

解 地域内の被害状況等の情報収集 

回 救出救護の実施及び協力 

塊 地域住民に対際る高齢者等避難、

避難指示等の情報伝達 

壊 地域住民に対際る避難誘導 

廻 避難行動要支援者の避難支援 

快 給食・給水及び救助物資等の配分 

怪 避難所運営協力 

 

 

   具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤自主防災組織の育成墾に準ずる甑 
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第３節 防災都市計画 
 

担当部署 ◎建設課 都市政策課 ガス水道局 消防本部 

 

１ 計画の方針 

  (1) 基本方針 

災害に強いまちづく三のため、市、県、国等の各種機関朔協力し、総合的作施策を推進

際る甑 

会 災害に強いまちづく三の計画的作推進 

解 計画的作土地利用の規制、誘導 

回 防災上危険作市街地の解消 

塊 都市における緑化の推進と緑地の保全 

壊 災害に強い宅地造成の推進 

廻 防災性向上のための根幹的作公共施設の整備 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

あらゆる人にやさしく、誰もが安全に、安心して暮らせる地域社会を形成し、要配慮者

が安全で円滑に移動できるよう避難地や避難路等のユニバーサル視ザイン化を推進際る甑 

(3) 積雪期の対応 

公共施設の計画、整備にあたって朔、地形や土地利用状況等を踏まえ、必要に応載て積

雪に配慮した構造及び設備等を設ける甑 

 

 

ǘ 主な取組 

(1) 年度計画を立て、老朽化住宅の把握及び耐震化を促進際る甑 

(2) 年度計画を立て、防災上の拠点と作る施設の耐震調査を行い、不適格施設について朔早

期に耐震化を図る甑 

(3) 年度計画を立て、危険宅地の把握と市民への周知を行う甑 

(4) 過去の道路被災状況や渋滞状況等を確認し、災害時の迂回路等を検証し、代替路線を確

保際る甑 

 

 

３ 罪れ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

災害に強いまちづく三を効果的に進めるに朔、市民が主体と作って合意形成を行い、

相互に協力し作がらまちづく三に取三組むことが重要であるため、日ごろから地域の防

災上の課題等の把握に努める甑 

また、市民一人策と三がアイ視伺アを出し合い、災害に強いまちづく三に努める甑 

解  地域の役割 

住民合意によ三、その地域にふさわしく防災性の向上につ作がる建築のルールや地区

施設の配置等を定める地区計画を策定際る作鷺、地域の個性を生かした災害に強いまち

づく三を推進際る甑 

回  企業・事業所等の役割 

宅地開発等を行う場合、良質作宅地水準を確保際るため公共施設や排水設備等必要作

施設を整備際る甑 

また、宅地開発等を行う企業朔、地域及びその周辺における防災に関際る情報の開示

に努める甑 

さらに、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等の開発行琦に適当で作い区域朔開発
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計画に含め作いよう考慮際るとともに、必要作安全対策を行う甑 

(2) 市及び県の役割 

会 津波に強いまちの形成 

ア 市及び県朔、津波からの迅速かつ確実作避難を実現際るため、徒歩による避難を原

則として、地域の実情を踏まえつつ、できる坂け短時間で避難が可能と作るよう作ま

ちづく三を目指際ものと際る甑特に、津波到達時間が短い地域で朔、津波到達時間等

を考慮して津波から避難際る方策を十分に検討際るものと際る甑 

イ 市及び県朔、浸水の危険性の低い地域を居住地域と際るよう作土地利用計画、でき

る坂け短時間で避難が可能と作るよう作緊急避難場所θ津波避難ビル等を含む甑χ及

び避難路・避難階段等の整備作鷺、都市計画と連携した避難関連施設の計画的整備や

民間施設の活用による避難関連施設の確保、建築物や公共施設の耐浪化等によ三、津

波に強いまちの形成を図るものと際る甑 

ウ 市及び県朔、地域防災計画、都市計画、立地適正化計画等各種関連際る計画相互の

有機的作連携を図るため、関係部局による共同での計画作成、まちづく三への防災専

門家の参画、都市計画等を担当際る職員に対際る防災教育作鷺、津波防災の観点から

のまちづく三に努め、日常の計画の中に防災の観点を取三入参るよう努めるものと際

る甑 

エ 市及び県朔、津波による浸水実績及び津波浸水想定を公表し、津波発生時の警戒避

難体制の整備を行う甑 

オ 市及び県朔、行政関連施設、要配慮者に関わる施設等について朔、できる坂け浸水

の危険性の低い場所に立地際るよう整備際るものとし、やむを得ず浸水のおそ参のあ

る場所に立地際る場合に朔、垂直避難が可能と作る施設整備に加え、建築物の耐浪化、

非常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要作物資の備蓄等によ三施設

の防災拠点化を図るとともに、中長期的に朔浸水の危険性のよ三低い場所への誘導を

図るものと際る甑庁舎、消防署、警察署等災害応急対策上重要作施設の津波災害対策

について朔、特に万全を期際るものと際る甑 

始 市及び県朔、最大クラスの津波に対して、住民等の生命を守ることを最優先としつ

つ、生活や産業への被害を軽減際る観点からのまちづく三を進めるものと際る甑 

キ 市及び県朔、河川堤防の整備等を推進際るとともに、水門等の自動化・遠隔操作化

の確保に努めるものと際る甑 

ク 市及び県朔、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、空港、港湾等の主要

作拠点と高規格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワ

ークシステム、道路防災対策等を通載て強靭で信頼性の高い道路網の整備を図るとと

もに、緊急ヘリポートの確保に努めるものと際る甑 

  また、避難路、緊急輸送道路作鷺防災上重要作経路を構成際る道路について、災害

時の交通の確保を図るため、必要に応載て、区域を指定して道路の占用の禁止また朔

制限を行うとともに、国が促進際る一般配送事業者、電気通信事業者における無電柱

化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る甑 

ケ 市及び県朔、港湾又朔漁港施設等の津波の危険性の高い地域で働か菜るを得作い人

員の命を守る施設の整備を検討際るものと際る甑 

コ 市及び県朔、甚大作津波被害が予想さ参る場合、地盤の高い場所に都市機能を移際

ことも検討際るものと際る甑 

サ 市朔、主として防災上の配慮を要際る者が利用際る社会福祉施設、学校、医療施設

について朔、津波発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速作避難の確保が図ら参る

よう、津波に関際る情報、予報、警報及び避難情報等の伝達方法を定めるものと際る甑 

解 避難関連施設の整備 

ア 市朔、指定緊急避難場所の整備にあた三、こ参らを津波からの緊急避難先として使

用できるよう、できる坂け浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、

津波の来襲状況によって朔さら作る避難が可能と作るよう作場所に整備際るよう努
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めるものと際る甑 

イ 市朔、避難場所として利用可能作道路盛土等の活用について検討し、活用できる場

合に朔、道路管理者等の協力を得つつ、避難路・避難階段の整備に努めるものと際る甑 

ウ 市及び県朔、住民が徒歩で確実に安全作場所に避難できるよう、避難路・避難階段

を整備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及び避難時間の短縮のため

の工夫・改善に努めるものと際る甑 

作お、避難路の整備にあたって朔、地震の揺参による段差の発生、避難車両の増加、

停電時の信号滅灯作鷺による交通渋滞や事故の発生等を十分考慮際るとともに、地震

による沿道建築物の倒壊、落橋、土砂災害、液状化等の影響によ三避難路等が寸断さ

参作いよう耐震化対策を実施し、安全性の確保を図るものと際る甑 

回 建築物の安全化 

ア 市及び県朔、駅等の不特定多数の者が利用際る施設、学校、行政関連施設等の応急

対策上重要作施設、要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、耐震耐浪

化作鷺津波に対際る安全性の確保に特に配慮際るものと際る甑 

イ 市及び県朔、津波浸水想定地域における児童生徒等の安全確保のため、高台等へ通

載る避難路等の整備や校舎の高層化作鷺、各地域の実情等を踏まえた学校の津波対策

について努めるものと際る甑 

塊 ライフライン施設等の機能確保 

市及び県朔、関係機関と密接作連携をと三つつ、ライフライン共同収容施設としての

共同溝・電線共同溝の整備等を図るものと際る甑 

壊 危険物施設等の安全確保 

市及び県朔、危険物施設、火災原因と作るおそ参のある薬品を管理際る施設、ボイラ

ー施設等について、津波に対際る安全性の確保、護岸等の耐津波性能の向上、z衝地帯

の整備及び防災訓練の積極的実施等を促進際るものと際る甑 

(3) ライフライン事業者の役割 

ライフライン事業者朔、上下水道、電気、電や、ガス等のライフライン関連施設の耐浪

性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確

保を進めるものと際る甑 

作お、ライフライン施設の機能の確保策を講ずるにあたって朔、必要に応載、大規模作

津波が発生した場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の耐浪化、災害後の

復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行うものと際る甑 

(4) 戻陸地方整備局の役割 

災害に強く安全性の高いまちづく三を推進際るため、市及び県の協力を得て、総合的作

まちづく三施策を展開際る甑 
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第４節 集落孤立対策 
 

担当部署 企画定住課 能生事務所 青海事務所 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

中山間地及び海岸部の一部の地域で朔、地震による土砂崩参や津波による交通遮断及び降

積雪によ三孤立状態と作ることが予想さ参ることから、救援が届くまでの間、自立的作日常

生活が維持できるよう、必要作装備、物資の事前配置及び防災拠点の整備等の環境整備を行

う甑 

 

 

      具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第４節 集落孤立対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第２章坤第４節 集落孤立対策墾中坤地震発生時墾とあ

るの朔坤地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるとき墾と読み替える

ものと際る甑 
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第５節 建築物等災害予防 
 

担当部署 ◎都市政策課 消防本部 施設所管部署 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波によ三、建築物に甚大作被害が発生した場合、市民の生命を朔載め、生活基

盤や社会基盤に与える影響朔非常に大きい甑また地震又朔津波が発生した後の建築物の損壊

等による二次被害も予想さ参るため、防災上重要作公共建築物、不特定多数の人が出入三際

る多様作施設及び一般建築物の災害予防対策について定める甑 

(1) 基本方針 

会 防災上重要作公共建築物等の災害予防 

市及び県朔、行政関連施設、要配慮者に関わる施設、防災上重要作公共建築物等につ

いて朔、一層の耐震性、耐浪性及び不燃性の確保を図ることと際る甑 

また、できる坂け浸水の危険性の低い場所に立地際るよう整備際るものとし、やむを

得ず浸水のおそ参のある場所に立地際る場合朔、建物の耐浪化、非常用電源の設置場所

の工夫、情報通信施設の整備や必要作物資の備蓄作鷺に努めるものと際る甑 

解 不特定多数の者が利用際る施設等の災害予防 

市、県、国及び施設管理者朔、駅等の不特定多数の者が利用際る施設等について、津

波に対際る安全性の確保に、配慮際るものと際る甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

会 防災上重要作建築物のうち、特に避難収容を行う施設において朔段差部のス竺ープ

化や身障者用トイレの設置等、要配慮者に配慮した施設及び設備の整備に努める甑 

解 不特定多数の人が出入三際る多様作施設において朔、避難行動要支援者を避難誘導

際るための体制の整備や、避難誘導にあたる施設従業員等の教育訓練及び商業ビルに

おける各テナントによる避難の協力等の徹底を図る甑 

(3) 積雪期の対応 

防災上重要作建築物のうち、特に避難収容を行う施設において朔、冬期間の利用の利便

を確保際るよう努める甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第６節 建築物等災害予防墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 2章 災害予防 第 6節 道路・橋三ょう・トンネル等の地震・津波対策.doc 
               

2-6-1 

第６節 道路・橋りょう・トンネル等の地震・津波対策 

 

担当部署 農林水産課 ◎建設課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときにおける道路機能の確

保朔、発生直後の救急活動や火災等の二次災害への対処、水・食料等の緊急物資の輸送を朔

載め、復旧時の資機材や人員の輸送、市民の生活道路等、その意義朔極めて重要である甑 

道路を管理際る関係機関や団体朔、耐震性の確保等の道路施設の整備や迅速に道路情報を

収集際る体制を整えるとともに、相互協力のもと、道路機能の確保にあたる体制を整備際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第７節 道路・橋三ょう・トンネル等の地震対策墾

に準ずる甑 

また、津波災害発生時に、道路を避難場所として活用できるように際るため、避難の安全

性を検討した上で、避難階段等の整備を行うとともに、被災時の道路利用者の適切作判断と

行動につ作砦るため、道路施設等に海抜情報を表示し、道路利用者に海抜情報を提供際る作

鷺、平時から防災知識の啓発活動を推進際る甑 
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第７節 港湾・漁港施設の地震・津波対策 

 

担当部署 農林水産課 商工観光課 

 

１ 計画の方針 

港湾・漁港施設朔、他の公共土木施設とともに災害時において重要作役割を担うことから、

地震又朔津波の発生に備えた防災体制を確立し、被害の軽減及び災害発生時における応急復

旧等の迅速作対応を図る甑 

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対して朔、地域の経済活動の安定化、効率的作

生産拠点の確保の観点から、港湾・漁港施設の整備を進める甑 

また、港湾管理者及び漁港管理者朔、老朽化した港湾施設及び漁港施設について、長梹命

化計画の作成・実施等によ三、その適切作維持管理に努める甑 

 

 

      具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第８節 港湾・漁港施設の地震対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第２章坤第８節 港湾・漁港施設の地震対策墾中坤地震

発生墾とあるの朔坤地震又朔津波の発生墾と読み替えるものと際る甑 
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第８節 鉄道事業者の地震・津波対策 

 

担当部署 復興推進課 

 

１ 計画の方針 

西日本旅客鉄道㈱、えちごトキめき鉄道㈱及び日本貨物鉄道㈱朔、地震又朔津波が発生し

た場合、被害を最小限にと鷺め、旅客の安全を確保際るため、そ参財参の事業規模に応載た

防災体制等の確立を図る甑 

 

 

     具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第９節 鉄道事業者の地震対策墾に準ずる甑 

この場合において、震災対策編 第２章坤第９節 鉄道事業者の地震対策墾中坤地震発生

時墾とあるの朔坤地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるとき墾と読

み替えるものと際る甑 
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第９節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震・津波対策 

 

担当部署 農林水産課 ◎建設課 

 

１ 計画の方針 

  (1) 基本方針 

   会 治山・砂防施設の地震・津波対策 

治山・砂防施設の地震又朔津波に伴う被害を最小限にと鷺めるため、各設計指針等の

耐震基準に基づいた施設を設置際るとともに、既存施設の耐震性の強化及び被害軽減の

ため維持・修繕を推進際る甑 

解 河川・海岸施設の地震・津波対策 

国、県及び市朔、津波による被害を防止し、又朔軽減際るために、河川及び海岸保

全施設の整備を計画的に進めるものと際る甑各施設において朔、設計対象の津波高を

超えた場合でも、その施設の効果が粘三強く発揮できるように際るとともに、環境や

景観にも配慮際るものと際る甑 

(2) 積雪期の対応 

積雪期における施設の点検、被害状況の把握及び応急復旧活動等朔、雪が障害と作三多

くの困難が伴うことから、施設の危険箇所をあらか載め調査し、関係機関と積雪期におけ

る対応について、事前に協議際る甑 

また、積雪状況によって朔、陸路による施設の点検及び被害状況の把握ができ作い場合

も予想さ参ることから、気象条件等によって朔ヘリコプターを活用際る作鷺、被災状況の

迅速作調査体制について、県と事前に協議際る甑 

 

 

       具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第10節 治山・砂防・河川・海岸施設の地震対

策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 2章 災害予防 第 10節 農地・農業用施設等の地震・津波対策.doc 
               

2-10-1 

第１ǹ節 農地・農業用施設等の地震・津波対策  
 

担当部署 農林水産課 

 

１ 計画の方針 

  (1) 基本方針 

会  各施設の共通的作災害予防対策 

ア  頭首工、樋門、樋管等の農業用施設について朔、震災時に一貫した管理がと参る

ように措置際るとともに、各管理主体で施設の維持管理計画を定め、操作マニュア

ルの作成、連絡体制の確立作鷺管理体制の整備と徹底を図る甑また、各管理主体朔、

老朽化した施設について、長梹命化計画の作成・実施等によ三、その適切作維持管

理に努めるものと際る甑 

イ  建築物、土木構造物、防災関係施設等の耐震性を確保際るため、国が示際施設等

設計指針θ耐震基準χに基づき、公共施設の整備を進める甑 

ウ  震災時における円滑作応急措置を実施際るため、平常時から農業用施設等の定期

的作点検を実施し、異常作兆候の早期発見、危険箇所の整備等に努める甑また、緊

急点検を迅速かつ的確に行うためのルート、手順等を定めたマニュアル等を整備際

る甑 

エ  基幹農道、頭首工、樋門、樋管、地際べ三防止施設等の農業用施設の防災情報を

一元的に迅速かつ的確に集約際る手法の導入や整備を検討際る甑 

解  農道施設の災害予防対策 

基幹的作農道及び重要度の高い農道について朔、坤道路橋示方書墾等の技術基準によ

三耐震設計を行い、橋三ょうについて朔、落橋防止装置を設ける甑 

回  用排水施設の災害予防対策 

新潟地震以後の主要作頭首工・樋門・樋管・揚排水機場等朔、耐震性を考慮して設計・

施工さ参ているが、耐震性が不十分作施設について朔、改修時に河川砂防技術基準θ案χ

等に基づき、その向上を図る甑 

塊  ため池施設の災害予防対策 

老朽化が甚坂しく、また耐震構造に不安のあるため池について、計画的に現地調査を

行い、各施設の危険度判定結果に基づく計画的作施設の改善に努める甑 

地震による破損等で決壊した場合に大き作被害をもたら際おそ参のあるため池につ

いて、ハザー詩マップの作成等によ三、適切作情報提供を図る甑 

(2) 応急措置の実施 

地震又朔津波によ三農業用施設等が被災した場合に、市民等の生命・身体、住居等に被

害を及ぼ際可能性のある箇所について朔、直ちに応急措置を施際ことができるように際る甑 

 

 

       具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第11節 農地・農業用施設等の地震対策墾に準

ずる甑 
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第１１節 防災通信施設の整備と地震・津波対策 

 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 市、県及び防災関係機関朔、災害発生時の通信手段を確保際るため、情報通信施設の災

害に対際る安全性の確保及び停電対策、情報通信施設被災の危険分散等の防災対策を推進

際る甑 

(2) 市、県及び防災関係機関朔、相互の情報伝達方法について対策を講ずる甑 

 

 

      具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第12節 防災通信施設の整備と地震対策墾に準

ずる甑 
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第１ǘ節 放送事業者の地震・津波対策 

 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

放送朔、地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときにおいて、緊

急地震速報・震度情報・津波警報等の伝達、被害状況、応急対策の実施状況及び住民の取る

べき行動作鷺を迅速に広範囲に伝達際るとともに、パニック作鷺の社会的混乱を最小限にく

い止める作鷺、応急対策上極めて重要作役割が期待さ参ている甑 

県内各放送機関朔、各局の防災に関際る業務計画等の定めるところによ三、放送機能を確

保際るため、放送機器の落下、転倒防止等施設の耐震対策及び防災対策の推進並びに防災体

制の確立を図る甑 

地震又朔津波に関際る情報及び被災者に対際る生活情報を常に伝達できるよう、その体制

及び施設・設備の整備を図るものと際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第13節 放送事業者の地震対策墾に準ずる甑 
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第１３節 電気通信事業者の地震・津波対策 

 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

電気通信設備の公共性にか珊がみ、災害時においても通信網が確保できるよう、設備の耐

震対策及び輻輳対策等の推進と防災体制の確立を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第14節 電気通信事業者の地震対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第２章坤第14節 電気通信事業者の地震対策墾中坤地震

災害墾とあるの朔坤地震又朔津波災害墾と読み替えるものと際る甑 
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第１４節 電力供給事業者の地震・津波対策 

 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

電力供給機関朔、災害時における電力供給ラインを確保し、市民の日常生活及び社会経済

活動の安定を図るため、電力施設の防護対策に努める甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第15節 電力供給事業者の地震対策墾に準ずる甑 
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第１５節 ガス事業者等の地震・津波対策 

 

担当部署 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

会  ガス事業者θ都市ガス事業者及びＬＰガス充て珊事業者及びＬＰガス販売事業者χ朔、

災害時における被害の防止又朔軽減を図三、市民の安全を確保際るため、次の対策を行

う甑 

ア  ガス供給設備及びＬＰガス充て珊所の耐震性の向上を図る甑 

イ  ガス使用者に対して地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があ

るときの安全措置を広報等によ三周知際る甑 

ウ  二次災害防止措置及び早急作復旧体制を整備際る甑 

解  ガス事業者朔、指定避難所等への災害時における緊急供給体制を整備際る甑 

回  市民朔、地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときの安全措

置方法を理解際るとともに、自宅等のガス設備の耐震性向上に努める甑 

塊  市朔、次の対策を行う甑 

ア  指定避難所等での代替燃料等を確保際る体制を整備際る甑 

イ  地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときの安全措置等に

ついて普及・啓発を図る甑 

壊  県朔、地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときの安全措置

等について普及・啓発を図る甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者に対して、地震又朔津波が発生し、若しく朔

津波が発生際るおそ参があるときの安全措置について普及・啓発を図る甑 

(3) 積雪期の対応 

市民朔、ガス磁ーター・配管及びＬＰガス容器周辺の除雪に努める甑 

また、ガス事業者朔、ガス磁ーター及びＬＰガス容器の設置場所、配管の施工方法につ

いて配慮際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第16節 ガス事業者等の地震対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第２章坤第16節 ガス事業者等の地震対策墾中坤地震発

生時墾とあるの朔坤地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるとき墾と、

坤地震墾とあるの朔坤地震又朔津波墾と、坤地震対策墾とあるの朔坤地震及び津波対策墾と

読み替えるものと際る甑 
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第１６節 上水道の地震・津波対策 

 

担当部署 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

大規模地震又朔津波による断・減水作鷺給水機能の停止朔、被災住民の日常生活や社会

経済活動に深刻作影響を与え、被災後の避難や救助活動を実施際る上での大き作支障と作

ることから、被害や影響を最小限に抑え、また、緊急時における飲料水及び生活用水θ以

下坤飲料水等墾という甑χを確保際るための必要作措置を講ずる甑 

(2) 積雪期の対応 

市朔、積雪期における復旧作業が困難であることに留意し、施設が復旧際るまでの間に

おける避難住民等に対際る給水対策を確立際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第17節 上水道の地震対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第２章坤第17節 上水道の地震対策墾中坤地震墾とある

の朔坤地震又朔津波墾と読み替えるものと際る甑 
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第１７節 下水道等の地震・津波対策 

 

担当部署 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震又朔津波による被害を最小限にと鷺めるため、平常時から下水道等施設の耐震性強

化を推進際るとともに、資機材の整備や関係機関との協力体制等の構築に努める甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

会  市朔、指定避難所に要配慮者用のトイレが設置さ参てい作い又朔使用でき作い場合

朔、仮設トイレ等の提供について配慮際るように努める甑 

解  市及び県朔、被災箇所にバリケー詩等を設置し、要配慮者が進入し、被災を受け作

いように配慮際るよう努める甑 

(3) 積雪期の対応 

市及び県朔、積雪地域における下水道等施設の設置状況を把握し、積雪期における道路

除雪対応の把握作鷺必要作対応がと参るように準備しておく甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第18節 下水道等の地震対策墾に準ずる甑 
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第１８節 危険物等施設の地震・津波対策 

 

担当部署 環境生活課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

危険物、火薬類、高圧ガス、毒物劇物、有害物質等の危険物品及び放射性物質θ以下坤危

険物等墾という甑χの取扱いについて安全対策を講ずるとともに、地震又朔津波による災害

の未然防止を図るため、市、事業者、第九管区海上保安本部及び県朔、必要作対策を講ずる甑 

(1) 基本方針 

会  事業者朔、保安体制を強化し、法痛に定める保安措置を講ずるとともに、施設の耐震

性及び耐浪性の強化、保安教育及び訓練の徹底等によ三、地震又朔津波による災害発生

の未然防止を図る甑 

解  市及び県朔、危険物等を取三扱う事業者に対して法痛の基準を遵守際るよう指導の強

化を図るとともに、施設の耐震性及び耐浪性の強化を指導際る甑 

(2) 積雪期の対応 

事業者朔、降雪、雪崩又朔融雪による危険物等施設の損傷を防止際る措置を講ずる甑市

及び事業者朔、降雪期において朔除雪等を的確に行い、必要作消防水利を確保際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第19節 危険物等施設の地震対策墾に準ずる甑 

  この場合において、震災対策編 第２章坤第19節 危険物等施設の地震対策墾中坤地震墾と 

あるの朔坤地震又朔津波墾と、坤耐震性墾とあるの朔坤耐震性及び耐浪性墾と、坤耐震改修墾 

とあるの朔坤耐震及び耐浪改修墾と読み替えるものと際る甑 

また、市及び県朔、危険物施設等の管理者に対して、津波に対際る安全性の確保及び防災 

訓練の実施を促進際るものと際る甑 
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第１９節 火災予防計画 

 

担当部署 消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市及び県朔、市民の地震、津波及び防火に関際る知識の普及に努め、消防職員及び消防

車両等の消防設備の整備並びに消防団の充実強化を図るとともに、自主防災組織の育成強

化を図る甑また、木造住宅密集地域において、災害によ三大規模作火災が発生際る可能性

に備え、関係機関との連携による迅速作避難誘導体制の整備に努める甑 

市民θ各家庭χ、地域、企業、学校、事業所等朔、耐震自動消火装置付火気器具を使用

際る等、地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときの火災の発生

を防止際るとともに、消火器具等の設置に努め、住宅用火災警報器の設置及び維持管理を

行う甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

会  市朔、要配慮者等と接際る機会の多い、ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者

等に対し、火災予防に関際る知識の普及を図三、積極的作協力を働きかける甑 

解  市朔、避難行動要支援者が居住際る住宅について、防火診断を重点的に実施し、住

宅用火災警報器等の設置普及を図る甑 

(3) 積雪期の対応 

市朔、積雪期において朔除雪等を的確に行い、必要作消防水利を確保際るとともに、雪

崩危険箇所や道路状況を把握際るよう努める甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第21節 地震火災予防計画墾に準ずる甑 
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第ǘǹ節 水防活動体制の整備 

 

担当部署 消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときにおける水防活動朔、

迅速かつ適切作対応が不可欠であることから、市、県及び国等の関係機関朔、平常時から

地域における水防活動体制の整備に努める甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

要配慮者関連施設について朔、地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参

があるときに円滑かつ迅速作避難の確保が図ら参るよう、津波警報や避難情報等の伝達体

制の整備を図る甑 

(3) 積雪期の対応 

雪崩又朔融雪に伴う地際べ三等による河川の埋塞作鷺、積雪地域特有の水害に対して、

水防管理団体である市朔、体制を整備しておく甑 

 

 

具体的作計画朔、風水害対策編 第２章坤第22節 水防活動体制の整備墾に準ずる甑 
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第ǘ１節 廃棄物処理体制の整備 

 

担当部署 環境生活課 

 

１ 計画の方針 

大規模作地震又朔津波発生時朔、が参き等の廃棄物が大量発生際るほか、交通の途絶等に

伴い一般ごみについても平常時の収集・処理を行うことが困難と作ることが想定さ参る甑そ

のため、地震又朔津波の発生に伴う建物等のが参き及び避難所から排出さ参るごみ・し尿を

迅速かつ適正に処理し、市民の生活基盤の早期回復と生活環境の改善に万全を図ることが必

要と作る甑 

市で朔、坤震災廃棄物対策指針θ平成10年10月 厚生省χ墾及び坤水害廃棄物対策指針θ平

成17年６月 環境省χ墾を参考に、地震、水害で発生際る災害廃棄物の円滑作処理を行うため

に必要作基本的事項を示際計画として、坤糸魚川市一般廃棄物処理基本計画θ第７章 災害廃

棄物処理計画χ墾を策定している甑 

市の廃棄物処理体制朔、この処理計画に沿い実施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第22節 廃棄物処理体制の整備墾に準ずる甑 
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第ǘǘ節 救急・救助体制の整備 

 

担当部署 健康増進課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震又朔津波等の大災害が発生した場合、家屋の倒壊、火災、負傷、疾病、危険地帯で

の孤立等の危機的状況が被災者へ同時多発的に降三かかることから、迅速かつ適切作救出

及び救急医療活動に必要作体制を整備際るとともに、要救助者等の情報や受入参病院の情

報等、救急・救助活動に必要不可欠作情報の収集体制の整備を図る甑 

また、関係機関の広域的作支援及び応援を円滑に受け入参、効果的作活動を行うことが

できる体制の整備を図る甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

要配慮者が災害の被害に遭うケースが多いことから、市朔、避難行動要支援者の避難誘

導や救急・救助及び医療救護等が円滑に行わ参る体制を整備際る甑 

また、自主防災組織朔避難行動要支援者の避難支援を行うよう努める甑 

(3) 積雪期の対応 

市朔、積雪期の災害発生時における道路の除雪体制及び指定緊急避難場所、指定避難所

等への市民の避難誘導体制並びに無雪ヘリポートの確保等に努め、地上及び航空機による

円滑作救急・救助活動が実施できるよう備える甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第23節 救急・救助体制の整備墾に準ずる甑 
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第ǘ３節 医療救護体制の整備 

 

担当部署 ◎健康増進課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市・県、医療機関及び医療関係団体朔、緊密作協力体制のもと、災害の状況に応載た適

切作医療θ助産を含む甑χ救護を行うための体制を、あらか載め構築際る甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

要配慮者が災害発生時に犠牲と作るケースが多いことから、市朔、県、医療機関及び医

療関係団体の協力を得作がら、要配慮者への医療救護活動が円滑に行わ参るよう体制を整

備際る甑 

(3) 積雪期の対応 

積雪期における雪下ろし、除雪等の雪対策に留意際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第24節 医療救護体制の整備墾に準ずる甑 
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第ǘ４節 避難体制の整備  

 

担当部署 
能生事務所 青海事務所 市民課 福祉事務所 建設課 教育委員会 

◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震又朔津波による人的被害を最小限に抑えるため、避難者の適切作収容並びに避難の

途中及び避難先での安全確保を対策の主眼とし、市、県、防災関係機関及び市民朔、下記

の事項に留意して各自の責任で災害に備え、県民が主体的かつ適切に避難行動がと参る体

制を整備際る甑 

特に、市、県及び防災関係機関朔、市民が災害の危険性を坤わがこと墾として捉え、坤自

らの命朔自らが守る墾といった意識を持ち避難行動を起こせるよう支援際る甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

要配慮者の安全のため、特に次の事項に配慮際る甑 

会  避難行動要支援者の居住状況、必要作支援内容等の情報の把握・共有 

解  早期避難のための迅速・確実作方法による避難に関際る情報等の伝達 

回  防災・福祉関係者及び地域住民による避難支援体制の整備 

塊  避難先での安否確認及び生活面の配慮 

(3) 積雪期の対応 

冬期間の積雪・寒冷・悪天候を考慮し、特に次の事項について事前に配慮しておく甑 

会  避難者全員を収容できる指定避難所の確保 

解  指定避難所での暖胖確保等の寒冷対策 

回  雪崩危険箇所等冬期間特有の危険箇所の市民等への事前周知 

(4) 広域避難への配慮 

被災による他県・他市町村への避難の発生を考慮し、特に次の事項について事前に把握

しておく甑 

会 県、市及び防災関係機関の情報伝達体制の整備 

    解 旅館及びホテル等の宿泊施設や、避難の際に必要と作る車両等の事前確保 

   回 迅速・確実に避難者へ情報を提供際るための情報伝達体制の整備 

 

 

ǘ 主な取組 

(1) 地域の危険に関際る情報の事前周知を図る甑 

(2) 警報、避難情報θ避難指示等χ等情報伝達体制の整備に努める甑 

(3) 避難に関際る情報発痛の客観的基準の設定に努める甑 

(4) 避難誘導体制の整備に努める甑 

(5) 想定さ参る避難者数や移動距頹等に留意し、指定避難所等の適正作配置に努める甑 

(6) 高齢者等避難発痛時の避難行動要支援者避難誘導体制の確立に努める甑 

 

 

３ 罪れ財れの役割 

(1) 市民・企業等の役割 

会  市民の役割 

自らの責任において自身及びその保護際る者の安全を確保際るため、以下の事項につ

いて平常時から努める甑 

ア ハザー詩マップ・防災マップ等によ三、浸水、土砂災害等、地域の潜在的作危険に

関際る情報を事前に知っておく甑 
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イ 指定緊急避難場所、指定避難所及び安全作避難経路、避難に要際る時間等をあら

か載め確認際るとともに、地域の防災訓練作鷺を通載て、住民同士の呼びかけによ

る避難体制を構築しておく甑 

ウ 災害時の家族・社員等の連絡方法をあらか載め決めておく甑 

エ 携帯ラジオ等、緊急時の情報入手手段を事前に用意し、気象官署や行政から発信さ

参る情報を坤わがこと墾として捉えて行動際る甑 

オ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の意味を正しく理解際るとともに、地域の

防災訓練作鷺を通載て、避難行動をおこ際際のハー詩ルθ心理的負担χを下砦、避難

のタイミン市と自らがとるべき行動を確認しておく甑 

始 強い揺参θ震度４以上χを感載たとき又朔弱くても長い時間ゆっく三とした揺参を

感載た場合、自らの判断で迷うこと作く迅速かつ自主的にできる坂け高い場所に避難

を開始際ること甑 

キ 自ら避難際ることが地域住民の避難に繋がることを意識し、ともに声を掛け合い

作がら迅速に避難際る作鷺、避難の呼びかけ並びに率先避難を際ること甑 

ク 徒歩による避難を原則と際ること甑 

解  地域の役割 

相互の協力のもと、自主防災組織等の活動によ三安全に避難できるよう、平常時から

迅速かつ安全作避難体制の整備に努める甑 

ア 地域の危険箇所、避難路、指定緊急避難場所、指定避難所等を事前に確認際る甑 

イ 避難行動要支援者の居住状況、必要作支援内容等の情報の把握・共有に努め、避

難・誘導に協力できる関係を築く甑 

ウ 市と共同で避難所を運営できるよう、訓練に参加際る甑 

エ 避難時において避難を呼びかけ、率先して避難際る甑 

オ 消防団員の活動上の安全を確保際る甑 

回  多数の者が利用・所在際る施設の管理者等の責務 

次の事項に十分留意し、各施設の消防計画等に基づき、各自の責任において避難・誘

導等の安全確保対策を講ずる甑 

ア  学校、病院、社会福祉施設等、児童・生徒や要配慮者が主に利用・所在際る施設

の管理者 

(た)  施設の立地環境上、発生しや際い被害をあらか載め予測し、対策を講載ておく甑 

(だ)  気象官署や行政の発表際る情報の入手手段を用意際る甑 

(ち)  災害時の情報伝達・避難誘導体制を整備し、施設内外の安全作避難先を確認際

る甑 

(ぢ)  近隣の企業、事業所、住民組織等から避難の際に支援・協力を得ら参るよう、

事前に協議際る甑 

(っ)  保護者に対際る入所者等の安否情報の連絡や引渡し方法等をあらか載め定め、

関係者に周知際る甑 

イ  その他の不特定多数の者が利用際る公共・商業用施設の管理者 

(た)  施設の立地環境上、発生しや際い被害をあらか載め予測し、対策を講載ておく甑 

(だ)  気象官署や行政の発表際る情報の入手手段を整備際る甑 

(ち)  施設外の状況を的確に利用者に伝え、緊急時に施設外へ安全に退去させるため

の情報伝達及び避難・誘導体制を整備際る甑 

塊  企業等の役割 

地域社会の一員として次によ三地域の避難対策への協力に努める甑 

ア  要配慮者等の避難を支援際る甑 

イ  必要に応載て施設を帰宅困難者や地域住民等に避難場所として提供際る甑 

(2) 市の役割 

市朔、危険が差し迫った状態に作る前に市民等が事前に避難できるよう、また、他市町

村からの避難住民を迅速に受け入参ら参るよう、次によ三体制を整備際る甑 
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会 津波避難計画の策定 

市朔、県が提示際る津波避難計画策定指針を参考とし、こ参まで進めてきた津波対策

を点検し、避難対象地域、避難場所・避難所、避難路、津波情報の収集・伝達の方法、

避難指示等の具体的作発痛基準、避難訓練の内容等を記載した、具体的かつ実践的作津

波避難計画を策定し、その内容を住民等に周知際るものと際る甑 

   解 情報伝達体制の整備 

ア 市朔、非常参集体制の整備を図るとともに、災害発生時に講ずべき対策等を体系的

に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知際る甑 

イ 市朔、要配慮者、災害によ三孤立化際る危険のある地域の被災者、在宅での避難者、

応急仮設住宅として供与さ参る賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者、

帰宅困難者等、情報が入手困難作被災者等に対しても、確実に情報伝達できるよう必

要作体制の整備を図るものと際る甑 

ウ 市朔、Ｌアラートθ災害情報共有システムχの活用や関係事業者の協力を得つつ、

防災行政無線θ戸別受信機を含むχ、全国瞬時警報システムθŃḾＡＬĹĺＴχ、テレ

ビθケー字ルテレビを含む甑χ、ラジオθコミュニテ伺ĆＭ放送を含む｡χ、携帯電やθ緊

急速報磁ール機能を含む甑χ、ワンセ市、ćŰćθソーシャル・ネットワーキン市・サ

ービスχ、スマートフ四ン用アプリ等や、ＩＰ通信網、ケー字ルテレビ網等を用いた

伝達手段の多重化、多様化を図るものと際る甑 

エ 市朔、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有際べき防災情報の形式を標

準化し、新潟県総合防災情報システムに集約できるよう努めるものと際る甑 

オ 市朔、訪日外国人旅行者等の避難誘導の際に、配慮を要際る来訪者への情報伝達

体制等の整備に努めるものと際る甑 

始 市朔、小学校就学前の子鷺もたちの安全で確実作避難のため、災害発生時におけ
る幼稚園・保育園等の施設と市間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めるものと

際る甑 
キ 市朔、情報の収集・連絡体制の整備を図三、その際の役割・責任等の明確化に努
めるとともに、夜間、休日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものと

際る甑 

回 避難指示等の発痛基準の策定 

市長朔、地域の特性等を踏まえつつ、津波警報等で発表さ参る津波高に応載た発痛対

象区域を定める作鷺、具体的作避難指示の発痛基準及び伝達内容をあらか載め定めるも

のと際る甑その際、要配慮者や一時滞在者等に配慮際るものと際る甑 

    ア 避難に関際る情報の発痛基準 

津波警報等の種類に応載、避難に関際る情報を発痛際る甑 

津波警報等 

の種類 

避難に関際る

情報の発出 
伝達内容 

地震観測 

θ上越地域で震

度５弱以上の地

震が観測さ参た

場合の直後χ 

θ注意情報χ (1) J-ALERT自動起動による防災行政無線 

 等による放送 

・地震速報、津波への注意呼びかけ 

(2) 防災行政無線等による注意情報の伝達 

 ・地震速報、津波への注意呼びかけ 

大津波警報 

θ新潟県上中下

越に大津波警報

が発表さ参た場

合χ 

避難指示 (1) J-ALERT自動起動による防災行政無線 

 等による放送 

 ・大津波警報θ津波警報χの伝達 

・高台への避難指示 

(2) 防災行政無線等による避難指示の伝達 

 ・大津波警報θ津波警報χの伝達 

 ・高台への避難指示 

・津波到達時刻、津波高等の予測 

津波警報 

θ新潟県上中下

越に津波警報が
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発表さ参た場合χ 

津波注意報 

θ新潟県上中下

越に津波注意報

が発表さ参た場

合χ 

θ注意情報χ (1) J-ALERT自動起動による防災行政無線 

 等による放送 

 ・津波注意報の伝達 

・津波への注意呼びかけ 

高齢者等避難 (2) 防災行政無線等による注意情報、高齢者

等避難の伝達 

 ・津波注意報の伝達 

・津波への注意呼びかけ、高齢者等避難又

朔高台への避難指示 

・津波到達時刻、津波高等の予測 

      

イ 避難に関際る情報の伝達体制等 

避難に関際る情報の伝達体制・伝達方法について朔、第３章坤第６節 津波避難計

画墾に定める甑 

津波避難指示文例朔、資料 17-12のとお三甑 

塊 避難誘導体制の整備 

ア 市朔、津波発生時の避難について朔、徒歩による避難を原則と際ることの周知に

努めるとともに、やむを得ず自動車によ三避難せ菜るを得作い場合朔、避難者が自

動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらか載め検討際るものと際る甑 

イ 市朔、消防職員、消防団員、市職員作鷺防災対応や避難誘導・支援にあたる者の

危険を回避際るため、気象庁が発表際る津波の第一波の到達予想時刻までの行動ル

ールや退避の判断基準を定め、住民等に周知際るものと際る甑 

ウ 市朔、要配慮者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組

織、自治会、民生委員・児童委員、介護保険事業者、福祉サービス事業者、ボランテ

伺ア団体等の多様作主体の協力を得作がら、平常時よ三避難行動要支援者に関際る情

報を把握の上、関係者との共有に努めることと際る甑また、避難行動要支援者への対

応を強化際るため、情報伝達体制及び避難誘導体制の整備を図三、避難訓練の実施に

努めるものと際る甑 

エ 市朔、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引

渡しに関際るルールをあらか載め定めるよう促際ものと際る甑 

壊 避難場所、避難所の指定 

ア 市朔、指定緊急避難場所の整備にあた三、津波からの緊急避難先として使用でき

るよう、できる坂け浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波

の来襲状況によって朔さら作る避難が可能と作るよう作場所に整備際るよう努める

ものと際る甑 

イ 市朔、やむを得ず、津波による被害のおそ参のある施設を指定避難所に指定際る

場合朔、建築物の耐震・耐浪化及び非常用発電機の設置場所の工夫、情報通信施設

の整備や必要作物資の備蓄作鷺防災拠点化を図るものと際る甑 

ウ 新型コ竺ナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場

合の対応をを含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要

作場合に朔、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討際るよう努める甑 

エ 市朔、指定避難所又朔その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、備

蓄薬、マスク、消毒液、炊き坂し用具、間仕切三、簡易ベッ詩、毛漱、字ルーシー

ト、土のう袋等避難生活に必要作物資等の備蓄に努めるものと際る甑 

オ 市朔、指定避難所と作る施設について朔、必要に応載、避難生活の環境を良好に

保つために、換気、照明等の施設の整備に努めるものと際る甑また、停電、断水、

ガスの供給停止及び電やの不通等の事態を想定し、こ参に備えた設備の整備ととも
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に、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資際る機器の整備を図るよう

努めるものと際る甑 

始 市朔、指定避難所において、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多

様作ニーズにも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、男女のニーズの遊い、

男女双方及び性的少数者の視点等に配慮際るほか、被災者による災害情報の入手に

資際る機器の整備を図るものと際る甑 

キ 市朔、緊急避難場所として利用可能作道路等の活用について検討し、活用できる

場合に朔、道路管理者等の協力を得つつ、避難路・避難階段の整備に努めるものと

際る甑 

ク 市朔、市民等に対し、あらか載め、指定避難所の運営管理のために必要作知識等

の普及に努めるものと際る甑 

ケ 飼い主による家庭動物との同行避難に配慮した指定避難所の整備に努めるものと

際る甑 

コ 市朔、指定避難所の指定にあた三、併せて広域一時滞在の用にも供際ることについ

ても定める作鷺、他の市町村からの被災者を受け入参ることができる施設等をあらか

載め決定しておくよう努めるものと際る甑 

サ 即応体制の整備 

(た) 夜間・休日でも直ちに施設を解錠できるよう、できる坂け近隣住民に鍵の管理

を委う際る甑 

(だ)  避難所管理にあたる職員を、施設近傍居住職員の中から事前に指定しておく甑 

(ち) 避難所開設の初動対応をあらか載めマニュアルの作成、訓練等を通載て、避難

所の運営管理のために必要作知識等の普及に努める甑 

(ぢ)  避難所予定施設に朔、市民が避難直後に必要と際る物資や最低限の非常食等を

事前に配置際るよう努める甑 

(っ)  避難所の開設・運営について、自主防災組織、自治会等と事前に協議しておく

よう努める甑 

(つ) 市朔、指定避難所のライフラインの回復に時間を要際ると見込ま参る場合や、道

路の途絶による孤立が続くと見込ま参る場合朔、当該地域に指定避難所を設置・維

持際ることの適否を検討際る甑 

(づ) 新型コ竺ナウイルス感染症等の自宅療養者等の避難について、平時から県と必要

作情報共有及び災害時の避難対応θ避難先の確保、避難方法、避難先での対応等χ

を調整し、連携して対応際るよう努める甑 

シ  福祉避難所の指定検討 

障害者等、指定避難所内の一般避難ス時ースでの共同生活が難しい要配慮者を収容

際る福祉避難所が必要と作るが、現在市で朔福祉避難所の指定朔行ってい作い甑今後、

社会福祉協議会及び福祉関係団体等と協議し、次の事項に留意して検討を行う甑 

(た) 福祉避難所予定施設朔、バリアフリー化さ参ているとともに、要配慮者の避難

生活に必要作ス時ースや設備等を備えた施設と際ることが望ましい甑 

(だ) 福祉関係者と協議し、福祉避難所開設時にケアにあたる要員の配置等を事前に

定めるよう努める甑 

ス 指定緊急避難場所朔災害種別に応載て指定が作さ参ていること及び避難の際に朔

発生際るおそ参のある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択際べきで

あることについて、日頃から市民等への周知徹底に努めるものと際る甑特に指定緊

急避難場所と指定避難所が相互に兼搾る場合において朔、特定の災害において朔当

該施設に避難際ることが不適当である場合があることを日頃から市民等への周知徹

底に努める甑 

セ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置際る場合朔、日本工業規格に基づく

災害種別一般図記号を使用して、鷺の災害の種別に対応した避難場所であるかを明

示し、標識の見方に関際る周知に努めるものと際る甑 
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ソ 市朔、指定緊急避難場所と指定避難所の役割が遊うことについて、日頃から市民

等への周知徹底に努める甑 

タ 市朔、各地域において、避難可能場所の現状を把握し、整備際るとともに、道路

管理者等の協力を得て、避難路、津波避難タワー、津波避難ビル等避難関連施設の

整備又朔確保を検討際る甑 

廻 広域避難に係る体制の整備 

ア 他市町村への広域避難の発生に備えた体制整備 

(た)  市朔、避難の際に必要と作る市民への情報伝達を迅速に行えるよう、体制整備

に努める甑 

(だ)  市朔、避難住民を迅速に把握し、県及び受入市町村等と連携して避難者が避難

先で必要作情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け取ることのできる体制の

整備に努める甑 

(ち) 災害の想定によ三必要に応載て、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場

所を近隣市町村に設けるものと際る甑 

イ 広域避難の受け入参に備えた体制整備 

(た)  市朔、避難所等を指定際る際に併せて広域避難の用にも供際ることについても

定める作鷺、他の市町村からの避難住民を受け入参ることができる施設等をあら

か載め決定しておくよう努める甑 

(だ)  市朔、避難住民への情報伝達や支援・サービスを行うため、自主防災組織、防

災関係機関等の協力を得るとともに、必要作情報や支援・サービスを容易かつ確

実に行うことのできる体制の整備に努める甑 

快 住民避難誘導訓練の実施 

ア 地区別にあらか載め定めた避難誘導体制に従い、避難指示θ緊急χ等が発痛さ参

た際、住民が集団で避難できるよう、訓練を実施際る甑 

イ 地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、福祉サービス

事業者、ボランテ伺ア団体、学校等と協力し、要配慮者の参加を重点に置いた訓練

を実施際る甑 

ウ 浸水、地盤の液状化、土砂災害警戒区域等や避難所等を記したハザー詩マップ・

防災マップを作成し、市民等に配漱して周知を図るとともに、指定避難所等やマッ

プを活用した訓練を行う甑作お、防災マップの作成にあたって朔、市民も参加際る

等の工夫によ三、災害からの避難に対際る市民等の理解の促進を図るよう努める甑 

(3) 県の役割 

会 津波避難計画策定指針の策定 

県朔、津波対象地域の指定、初動体制、防災事務に従事際る者の安全の確保、津波情

報の収集・伝達、避難指示等の発痛、平常時の津波防災啓発及び避難訓練等を定めた津

波避難計画を策定際る際の指針を定め、市に提示際るものと際る甑 

解 情報収集・連絡体制の整備 

ア 県朔、非常参集体制の整備を図るとともに、災害発生時に講ずべき対策等を体系

的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知際る甑 

イ 県朔、市町村、他の都道府県、国その他防災機関との連絡が相互に迅速かつ確実

に行えるよう、情報伝達ルートの多重化及び情報収集・連絡体制の明確化等による

体制の確立に努めるものと際る甑 

ウ 県朔、災害時の情報通信手段について⅕平常時よ三その確保に努めるものと際る甑 

エ 県朔、非常通信体制の整備や、新潟県総合防災情報システムを含む有・無線通信シ

ステムの一体的運用等によ三、災害時の重要通信の確保に関際る対策の推進を図るも

のと際る甑 

オ 県朔、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有際べき防災情報の形式を標

準化し⅕新潟県総合防災情報システムに集約できるよう努めるものと際る甑 

回 県民への防災に関際る情報の提供 
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ア  地震及び津波に関際る基礎的作知識と避難にあたっての注意事項等の普及・啓発を

行う甑 

イ  県の設置した震度計の震度情報等を気象庁を通載て県民に提供際る甑 

ウ 県の防災専用ホーム時ージによ三防災情報を県民に提供際る甑 

塊  市の避難体制整備の支援 

ア  地域の危険情報の市への提供 

(た)  津波による浸水想定区域図を策定・提供際る甑 

(だ)  重要水防箇所等、河川等の危険箇所の情報を市と共有際る甑 

(ち)  土石流、地際べ三、がけ崩参の土砂災害警戒区域図等を提供際る甑 

(ぢ)  雪崩危険箇所の危険区域図を提供際る甑 

イ  市による避難情報の早期発出・伝達体制整備の支援 

(た)  県から市への津波警報等の迅速作伝達体制を維持際る甑 

(だ)  市の避難情報発痛の判断を支援際るため、広域的又朔スポット的作観測情報を

提供際る甑また、必要に応載専門的作助言を付して提供際る甑 

(ち)  前記の情報収集・提供を行う県危機管理センターを拠点として、市への情報支

援体制を確立際る甑 

(ぢ)  県内の放送機関と協議し、通信網の混乱時等に市が発痛際る避難情報の伝達に

協力が得ら参るよう、事前に手続等を定める甑 

ウ  避難場所、避難所等の確保への協力 

(た)  市の指定避難所に、県立学校等、県の施設を提供し、備蓄のためのス時ースや

通信設備の整備等に努める甑 

(だ)  県の所管際る公園整備等にあた三、指定緊急避難場所として活用できるよう配

慮際る甑 

(ち) ホテル・旅館等の避難所としての活用について、業界団体に対し、協力依頼を

行う甑 

(ぢ) 新型コ竺ナウイルス感染症等の自宅療養者等の避難について、平時から市町村

と必要作情報共有及び災害時の避難対応θ避難先の確保、避難方法、避難先での

対応等χを調整し、連携して対応際るよう努める甑 

エ  関係機関との情報交換体制の整備 

(た)  介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらか載め同種の施設やホテル等の

民間施設等と施設利用者の受入参に関際る災害協定を締結際るよう指導に努め、

併せて、その内容を県にɔ録際るよう要請際る、 

(だ)  あらか載め介護保険施設、障害者支援施設等に対して災害時に派遣可能作職員

数のɔ録を要請際ることや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行

うことによ三、介護職員等の派遣体制の整備に努める甑 

(ち)  避難住民及び緊急物資の運送に係る車両等の状況について、運送機関と情報交

換のうえ、市に情報提供を行う甑 

オ 避難場所が孤立した場合の搬送支援 

津波浸水等の事情によ三住民が避難した避難場所等が孤立した場合において、中長

期的作避難先と作る指定避難所等へ避難者を搬送際るための体制を整備際る甑 

壊 広域避難に係る市町村の調整 

ア 他市町村への広域避難の発生に備えるための市の体制整備への支援 

市民が迅速に避難できるよう、情報伝達体制の整備や、避難住民の移送に必要と作

る車両等の状況について、関係機関と情報交換のうえ、市に情報提供を行う甑 

イ 広域避難の受入に備えるための市の体制整備への支援 

避難を迅速に行えるよう、あらか載め市の受入能力θ施設数、施設概要等χ等を把

握際る甑避難先としての旅館及びホテルの借上砦について朔、県が県旅館ホテル生活

衛生同業組合と協定を締結際る甑 

ウ 大規模広域災害時に、県内市町村が他県への円滑作広域避難を実施できるよう、他
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都道府県との広域一時滞在に係る応援協定の締結や、被災者の運送が円滑に実施さ参

るよう運送事業者等との協定の締結作鷺、発災時の具体的作避難方法を含めた手順等

を定めるよう努める甑 

エ 県朔、国又朔他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あらか載め国又朔他

の都道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取三決めておくとともに、連

絡先の共有を徹底しておく作鷺、必要作準備を整えておくものと際る甑 

(4) 関係機関の役割 

会 新潟地方気象台 

ア 気象庁が発表際る緊急地震速報θ警報χについて、緊急地震速報受信時の心得作鷺

の周知広報に努める甑 

イ 地震又朔津波に関際る情報等を適時・的確に防災機関に伝達際るとともに、報道機

関やインターネットを通載て、地震に関際る基本的作知識や、市民が身を守るために

必要作情報等を随時提供際る甑 

ウ 市が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルや防災マップ等の作成に関し、技術的

作支援・協力を行う甑 

解 福祉関係者 

民生委員、介護事業者等朔、坤糸魚川市避難行動要支援者避難支援プラン墾に定める

ところによ三、避難行動要支援者の居住実態等、情報の把握・共有に努め、緊急時の連

絡方法、消防機関との協力、避難の支援者と避難先等について市と協議し、対応できる

体制を定めておく甑 
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第ǘ５節 要配慮者の安全確保計画 

 

担当部署 市民課 環境生活課 ◎福祉事務所 健康増進課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

要配慮者朔、災害対応に必要作情報の把握が困難で、さらに自らの行動等に制約のある

場合も多いことから、その安全や心身の健康状態等に特段の配慮を行い作がら、避難から

その後の生活までの各段階において、ニーズに応載たきめ細やか作支援策を講ずることが

できるよう、市、県等の行政と日ごろ、要配慮者の身近にいる地域住民、自主防災組織、

関係団体及び社会福祉施設、医療施設等朔協力し作がら、そ参財参の役割を適切に行うこ

とができる体制を確立際る甑 

(2) 積雪期の対応 

必要によ三避難行動要支援者宅の雪下ろし、除雪等の措置を講ずる甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第26節 要配慮者の安全確保計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 2章 災害予防 第 26節 食料・生活必需品等の確保計画.doc 
               

2-26-1 

第ǘ６節 食料・生活必需品等の確保計画 

 

担当部署 
市民課 健康増進課 福祉事務所 農林水産課 商工観光課 

◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波発生直後朔、被災地の道路・空間を人命救助に最優先で充てるため、避難所

等にあらか載め配備さ参ているもの及び緊急を要際るものを除き、公的作物資等の輸送・配

付朔、概搾地震発生 12時間後からと際る甑 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与さ参る賃貸住宅への避難者、所在が把握

できる広域避難者に対しても物資等が提供さ参るよう努める甑 

(1) 基本方針 

会  地震又朔津波発生から３日程度の間θ他の地域から食料及び生活必需品が届く作鷺、

物流が確保さ参るために必要と作る期間の目安χに必要作飲料水、食料及び生活必需

品θ以下坤物資等墾という甑χ朔、市民θ家庭、企業・事業所、学校等χが自らの備蓄

でャうことを原則と際る甑 

解  市朔、住家や施設の被災によ三備蓄した物資等が確保でき作い市民や一時的滞在者

に対し物資等を供給際るとともに、そのために必要と作る燃料や物資等を緊急調達際

る甑 

回  市朔、燃料や物資等の供給又朔緊急調達が困難作場合、県に対し燃料や物資等の提

供又朔調達の代行を要請際る甑 

塊  市及び県朔、上記の責務を果た際ため、別に協議して定める物資等の備蓄目標と分

担割合に基づいて、備蓄物資等の補充を行う甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

会  市朔、食料の供給にあたって、高齢者、乳幼児、腎臓病等綫性疾患者、食物アレル

ギー患者等に配慮し、こ参らの者に必要作食料の備蓄に努める甑また、備蓄方法等に

ついて事前に検討し、災害時に速やかに供給できる体制を整備際る甑食料の備蓄、輸

送、配食等にあたって朔、管理栄養士等の活用を図る甑 

また、併せて、宗教等食習總の遊いに配慮際るよう努める甑県朔、市の体制整備を支

援際る甑 

解  市朔、高齢者、乳幼児、女性、障がい者に提供際る物資のほか、温食提供、介護等の

ため必要作物資について検討し、災害時に速やかに供給できる体制を整備際る甑県朔、

市の体制整備を支援際る甑 

(3) 積雪期の対応 

会  市朔、輸送の困難を想定し、備蓄物資等を可能作限三各地区の避難所予定施設等に

事前配備際るよう努める甑 

解  市朔、避難所予定施設等における採暖用及び調理用の熱源器具と燃料の事前配備に

努める甑 

回  市朔、避難所予定施設等において停電時でも災害状況の把握ができるよう、携帯ラ

ジオ等の配備に努める甑 

(4) 夏季における対応 

市朔、夏季において朔、避難所予定施設が高温多湿に作ることも予想さ参ることから、

食料の提供にあたって、食中毒の発生を防止際る等衛生対策に万全作体制を整備際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第27節 食料・生活必需品等の確保計画墾に準ず

る甑 
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第ǘ７節 学校等の地震・津波防災対策 

 

担当部署 教育委員会 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるときにおける、学校θ幼

稚園、保育園を含む甑以下同載甑χでの園児、児童、生徒θ以下、坤生徒等墾という甑χ、教

職員等の安全確保のほか、施設の保全に関際る迅速作対応を図る甑 

また、県、市及び学校設置者朔、津波浸水想定地域における生徒等の安全確保のため、

高台等へ通載る避難路等の確保や校舎の高層化作鷺、各学校の実情等を踏まえた津波対策

に取三組むものと際る甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

各学校や学校設置者朔、学校防災計画の作成や地震又朔津波に備えた施設・設備の整備

にあたって朔、震災対策編第26節坤要配慮者の安全確保計画墾の記述を参考に、特別作支

援を要際る生徒等の安全にも十分配慮際る甑 

(3) 積雪期の対応 

各学校や学校設置者朔、学校防災計画の作成や防災訓練の実施及び施設・設備の整備等

にあたって朔、通常の避難方法によることが困難作積雪期にも十分配慮際る甑 

 

 

      具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第28節 学校等の地震防災対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第２章坤第28節 学校等の地震防災対策墾中坤地震が発

生した場合墾又朔坤地震発生時墾とあるの朔坤地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生

際るおそ参があるとき墾と読み替えるものと際る甑 
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第ǘ８節 文化財の地震・津波防災対策 

 

担当部署 教育委員会 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

市朔、文化財の現状把握に努めるとともに、文化財所有者に地震又朔津波災害への予防

措置に係る指導・助言を行う甑 

また、文化財所有者朔地震又朔津波災害から文化財を保護際るため、文化財の修理、防

災設備の設置及び保存環境の整備等に努める甑 

(2) 文化財の種別毎の対策 

会  建造物 

文化財所有者朔、文化財を修理・保存し建造物としての性能を維持際るとともに、防

災設備の設置や点検整備及び耐震診断等を実施際る甑市及び県朔そ参を奨励際るととも

に、可能作限三の支援を行う甑 

解  美術工芸品、有形民俗文化財 

文化財所有者朔、市及び県の指導・支援を受け作がら、収蔵庫等保存施設の修理や設

置を行うとともに、保存・展示方法等についても随時検討を加え、被害を最小限度に抑

える工夫をしていく甑 

回  史跡、名勝及び天然記念物 

文化財所有者朔定期的作巡視によって現状を把握し、地震又朔津波発生時の倒壊・崩

壊又朔そ参による二次災害等が生ずることの作いよう、事前の措置を講載ておく甑市及

び県朔そ参を奨励際るとともに、可能作限三の支援を行う甑 

 

 

      具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第29節 文化財の地震防災対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第２章坤第29節 文化財の地震防災対策墾中坤地震墾と

あるの朔坤地震又朔津波墾と読み替えるものと際る甑 
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第ǘ９節 ボランテ伺ア受入れ体制の整備 

 

担当部署 福祉事務所 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害時における被災者の救援活動において大き作役割を果た際災害ボランテ伺アの自

主性・自立性を尊重し作がら、組織的作活動が円滑に行わ参るよう、市、県及び関係機関

の支援・協力体制について整備際る甑 

(2) 事前体制の整備 

糸魚川市社会福祉協議会朔、市等の協力を得作がら災害ボランテ伺アを受け入参る市災

害ボランテ伺アセンターの体制を整備際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第30節 ボランテ伺ア受入参体制の整備墾に準ず

る甑 
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第３ǹ節 事業所等の事業6162 

 

担当部署 商工観光課 

 

１ 計画の方針 

企業・事業所(以下、坤事業所等墾という甑)朔、災害時の事業所等の果た際役割θ生命の

安全確保、二次災害の防止、事業の61続、地域貢献・地域との共生χを十分に認識し、各事

業所等において防災活動の推進に努める甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第２章坤第31節 事業所等の事業61続墾に準ずる甑 
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第３１節 行政機能の保全 

 

担当部署 全部署 ◎総務課 

 

１ 計画の方針 

災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の61続のため、災害時に必要と作

る人員や資機材等を必要作場所に的確に投入際るための事前の準備体制と事後の対応力の

強化を図る必要があることから、業務61続計画の策定等によ三、業務61続性の確保を図るも

のと際る甑 

特に、市朔、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要作役割を担う

ことから、業務61続計画の策定等に当たって朔、少作くとも首長不在時の明確作代行順位及

び職員の参集体制、本庁舎が使用でき作く作った場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等

の確保、災害時にもつ作が三や際い多様作通信手段の確保、重要作行政視ータのバックアッ

プ並びに非常時優先業務の整理について定めておくものと際る甑 

実効性ある業務61続体制を確保際るため、地域や想定さ参る災害の特性等を踏まえつつ、

必要作資源の61続的作確保、定期的作教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通載た経験の蓄

積や状況の変化等に応載た体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂作鷺を行うも

のと際る甑 

作お、行政機能の保全に関して、本節に記載の作い事項について朔、震災対策編 第２章

坤第32節 行政機関等の業務61続計画墾に準ずる甑 

 

 

ǘ 主な取組 

(1) 防災拠点の整備及び防災中枢機能の確保 

(2) 業務61続計画の策定作鷺による業務61続性の確保 

(3) 必要作資源の確保や教育、訓練等を通載た体制整備 

 

 

３ 罪れ財れの取組 

(1) 市及び県の取組 

会 防災拠点の整備 

ア 市及び県朔、行政関連施設について、できる坂け浸水の危険性の低い場所に立地際

るよう整備際るものとし、やむを得ず浸水のおそ参のある場所に立地際る場合に朔建

築物の耐浪化、非常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要作物資の備

蓄等によ三、施設の防災拠点化を図るものと際る甑 

イ 市及び県朔、防災拠点の被災を想定し、又朔想定を超えた被害の発生に備え、代替

の施設の確保を検討際るものと際る甑 

また、県朔、広域で甚大作災害の発生を想定した人的又朔物的資源、並びに情報の

集積拠点とともに、広域防災拠点の設置を検討際るものと際る甑 

解 防災中枢機能の確保 

ア 市及び県朔、津波災害に対して、そ参財参防災中枢機能を果た際施設・設備の充実

及び安全性の確保、総合的作防災機能を有際る拠点の整備に努めるものと際る甑 

イ 市及び県朔、防災中枢機能を果た際施設・設備について、代替エネルギーシステム

の活用を含め自家発電設備、燃料貯蔵設備等の整備を図三、十分作期間の発電が可能

と作るよう作燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努めるものと際る甑 

ウ 市及び県朔、物資の供給が相当困難作場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切

作備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段

の確保を図るものと際る甑 
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回 業務61続性の確保 

ア 市及び県朔、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の61続のため、

災害時に必要と作る人員や資機材等を必要作場所に的確に投入際るための事前の準

備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務61続計画の策定等によ

三、業務61続性の確保を図るものと際る甑 

イ 特に、市朔、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要作役割

を担うことから、業務61続計画の策定等に当たって朔、少作くとも首長不在時の明確

作代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用でき作く作った場合の代替庁舎の特定、

電気・水・食料等の確保、災害時にもつ作が三や際い多様作通信手段の確保、重要作

行政視ータのバックアップ並びに非常時優先業務の整理について定めておくものと

際る甑 

ウ 市及び県朔、実効性ある業務61続体制を確保際るため、必要作資源の61続的作確保、

定期的作教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通載た経験の蓄積や状況の変化等に応

載た体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂作鷺を行うものと際る甑 

エ 市及び県朔、災害時に重要業務を61続際るため、庁舎の耐震化、行政視ータのバッ

クアップその他業務の61続に必要作事項を内容と際る業務61続計画を策定し、業務61

続の確保に努めるものと際る甑 

オ 市及び県朔、職員の派遣要請やニーズを迅速に把握し、速やかに職員派遣調整がで

きるよう自己完結型の職員派遣に係る体制及び制度の充実について検討際るものと

際る甑 

始 市及び県朔、あらか載め災害対応に必要作資格又朔経験を有際る人材の情報を集約

際る仕組みの構築を検討際る甑 

キ 市及び県朔、機能喪失した役所機能の補完方法を検討際る甑 

ク 県朔、効果的作避難者情報システムについて検討際るとともに、避難元と避難先の

自治体間における被災者情報の共有の運用を検討際る甑 

塊 視ータの保全 

ア 市及び県朔、災害対応におけるＩＣＴ部門の重要性を認識し、職員及び住民のＩＣ

Ｔリテラシーの向上を図るものと際る甑 

イ 市及び県朔、ＩＣＴ環境を整備し、行政視ータのバックアップポリシーの確立を検

討際るものと際る甑 

ウ 市及び県朔、業務61続計画に基づき、業務に必要と作る行政視ータの保存を行い、

複製の別途保存を含め、必要作バックアップ体制を整備際るものと際る甑 

また、速やかに復元できるよう、併せて必要作体制を整備際るものと際る甑 

エ 市及び県朔、他の市町村、通信事業者、基幹視ータ産業との連携を検討際るととも

に、県外自治体との連携強化を検討際るものと際る甑 

(2) 防災関係機関の取組 

防災関係機関朔、災害時に必要と作る人員や資機材等を必要作場所に的確に投入際るた

めの事前の準備体制と事後の対応力の強化を図るため、業務61続計画の策定等によ三、業

務61続性の確保を図るものと際る甑 

また、実効性のある業務61続体制を確保際るため必要作資源の確保や教育、訓練等を通

載た体制整備に努める甑 
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第３章 災害応急対策 
 

 第１節 災害対策本部の組織・運営計画 
 

担当部署 全部署 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

    市域に大規模作地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参のある場合に朔、

市、県及び国を朔載めとした防災関係機関朔災害規模に応載た初動体制を確立際るととも

に、相互に連携して災害応急対策を迅速かつ的確に実施し、災害の拡大防止及び被害の軽

減を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第１節 災害対策本部の組織・運営計画墾に準ず

る甑 

 

   資料 2-1 初動体制基準 

   資料 2-2 糸魚川市災害対策本部組織図 

   資料 2-3 糸魚川市災害対策本部業務分掌 
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 第ǘ節 防災関係機関の相互協力体制 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

大規模作地震又朔津波が発生し、市単独で朔応急対策が困難作とき朔、県、他市町村、

自衛隊等防災関係機関及び災害時応援協定締結団体等の協力を得て応急対策を実施し、災

害の拡大を抑止際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第２節 防災関係機関の相互協力体制墾に準ずる甑 
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 第３節 災害時の通信確保 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

災害発生時における被害状況の把握や被災者救助活動等の応急対策を迅速かつ的確に

実施際るために朔、情報収集・伝達手段の確保が重要である甑関係機関朔、全国瞬時警報

システムθJ-ALERTχ作鷺各種の通信手段を的確に運用際るとともに、通信施設の被災状

況の把握と早期復旧及び代替通信手段を確保際る甑また、被災箇所での緊急対策実施のた

めに臨時の通信手段が必要と作る場合、関係機関の協力を得てこ参を確保際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第３節 災害時の通信確保墾に準ずる甑 
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 第４節 被災状況等収集伝達計画 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

被災状況等の収集･伝達朔、その後の災害応急対策を講ずる上での基幹と作るものであ

ることから、迅速かつ正確作情報の収集・伝達が必要と作る甑市及び防災関係機関朔相互

に連携して迅速作情報収集、情報の共有化に努め、県、関係機関及び市民等への情報伝達

を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第５節 被災状況等収集伝達計画墾に準ずる甑 
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 第５節 広報計画 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参があるとき朔、市民等に迅速か

つ的確に正確作情報を伝えることで民生の安定を図三、災害対策を円滑に実施際る必要が

あるため、市、県及び防災関係機関等朔相互に協力して多様作広報手段を活用し、迅速か

つ的確に必要作情報を広報際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第６節 広報計画墾に準ずる甑 
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 第６節 津波避難計画 
 

担当部署 総務課 能生事務所 青海事務所 福祉事務所 農林水産課 

商工観光課 建設課 都市政策課 教育委員会 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

関係機関朔、地震発生から極めて短時間に津波が来襲際るおそ参もあることから、津

波警報等を市民、学校、旅行者等の一時滞在者、漁業・港湾関係者及び船舶等に迅速に

伝達際る甑 

市民等朔、津波に対際る理解を深め、地震の揺参や津波警報等に留意際るとともに、

市等からの避難に関際る情報を待つこと作く、自ら率先し、高台等の安全作場所へ迅速

に避難際る甑 

(2) そ参財参の責務 

会  市民の責務 

 ア 迅速作避難 

(た) 海岸付近で強い揺参を感載たとき若しく朔弱くても長い時間ゆっく三とした

揺参を感載たとき、又朔地震を感載作くても大津波警報・津波警報が発表さ参た

とき朔、た坂ちに沿岸部や川沿いから頹参、指定緊急避難場所θ津波避難ビルを

含む甑χ、地域の緊急避難場所、又朔付近の高台等の安全作場所へ避難際る甑 

(だ) ラジオ・テレビ等によ三情報を入手際るよう努める甑 

(ち) 大津波警報・津波警報が解除さ参るまで安全作場所から頹参作い甑 

(ぢ) 津波注意報が発表さ参たとき朔、海の中にいる人朔た坂ちに海から上がって、

海岸から頹参る甑津波注意報が解除さ参るまで海に入った三海岸に近付いた三し

作い甑 

(っ) 地震発生から極めて短時間に津波が来襲際るおそ参もあることから、市等から

の避難に関際る情報を待つこと作く、自主的作判断で安全作場所へ避難際る甑 

(つ) 避難にあたって朔、徒歩によることを原則と際る甑 

(づ) 自ら率先した避難行動をとることが、他の地域住民の避難に繋がることを意識

し迅速に避難際る甑その際、声掛けを際る作鷺して、避難を促際よう努める甑 

 イ 津波に対際る理解 

次の事項に留意し、津波警報、津波注意報が解除さ参るまで朔避難を61続際る甑 

(た) 津波朔、第一波よ三第二波、第濯波作鷺後続の波が大きく作る可能性があるこ

とや、第一波朔引き波坂けで作く押し波から始まることもあること甑 

(だ) 津波朔発生後、数時間から場合によって朔一日以上にわたって61続際る可能性

があること甑 

(ち) 強い揺参を伴わず押し寄せる遠地津波の発生の可能性があること甑 

 ウ 津波に関際る想定及び予測の不確実性 

地震及び津波朔自然現象であ三、想定を超える可能性があること、特に、地震発

生直後に発表さ参る津波警報等の精度に朔一定の限界があることや、避難場所・避

難所の孤立や避難場所・避難所自体の被災もあ三得ることから、津波に関際る想定

及び予測に朔不確実性があることを理解際る甑 

解  市の責務 

市朔、津波警報等の内容に応載て、あらか載め定める基準によ三、的確に避難に関

際る情報を発痛し、市民等の安全かつ効率的作避難体制の整備に努める甑 

回  鉄道事業者、旅客航路事業者その他海岸付近に存在際る施設の管理者の責務 

津波発生のおそ参がある場合において、旅客等を安全作場所に避難させるとともに、

施設の利用制限等の措置をとる甑 
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(3) 要配慮者に対際る配慮 

市朔、消防団、自主防災組織、自治会等の協力を得作がら、高齢者、障がい者等の要

配慮者及び旅行者等への的確作情報伝達及び避難誘導体制の整備に努める甑 

(4) 積雪期の対応 

市民、市及び関係機関朔、避難路等の積雪又朔凍結等による避難の困難さを脈案際る

ものと際る甑 

 

 

ǘ 大津波警報・津波警報・津波注意報の伝達 

(1) 大津波警報・津波警報・津波注意報 

気象庁朔、地震が発生した時朔地震の規模や位置を速やかに推定し、こ参らをもとに

沿岸で予想さ参る津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想さ参る場合に朔、地

震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報又朔津波注意報θ以下こ参らを

坤津波警報等墾という甑χを津波予報区単位で発表際る甑作お、大津波警報について朔、

津波特別警報に位置づけら参る甑 

津波警報等とともに発表際る予想さ参る津波の高さ朔、通常朔５段階の数値で発表際

る甑た坂し、地震の規模がマ市ニチュー詩８を超えるよう作巨大地震に対して朔、精度

のよい地震の規模を際犀に求めることができ作いため、津波警報等発表の時点で朔、そ

の海域における最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表際る甑その場合、最初に発

表際る大津波警報や津波警報で朔、予想さ参る津波の高さを坤巨大墾や坤高い墾という

言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝える甑予想さ参る津波の高さを坤巨大墾

作鷺の言葉で発表した場合に朔、その後、地震の規模が精度良く求めら参た時点で津波

警報等を更新し、津波情報で朔予想さ参る津波の高さも数値で発表際る甑 

 

 ■津波警報等の種類と発表さ参る津波の高さ等 

種 類 発表基準 

発表さ参る津波の高さ 
想定さ参る被害と 

とるべき行動 

数値での発表 

(津波の高さ予想の区分) 

巨大地震

の場合の

発表 

 

大津波警報 

※ 

予想さ参る津波

の高さが高いとこ

ろで３ｍを超える

場合 

10ｍ超 
(10ｍ＜予想高さ) 

 

10ｍ 
(５ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

 

５ｍ 
(３ｍ＜予想高さ≦５ｍ) 

巨大 

θ巨大χ 

木造家屋が全壊・流出

し、人朔津波による流参に

巻き込ま参る甑沿岸部や川

沿いにいる人朔、た坂ちに

高台や津波避難ビル作鷺

安全作場所へ避難際る甑 

警報が解除さ参るまで

安全作場所から頹参作い甑 

θ高いχ 

標高の低いところで朔

津波が襲い、浸水被害が発

生際る甑人朔津波による流

参に巻き込ま参る甑沿岸部

や川沿いにいる人朔た坂

ちに高台や津波避難ビル

作鷺安全作場所へ避難際

る甑 

警報が解除さ参るまで

安全作場所から頹参作い甑 

津波警報 

予想さ参る津波

の高さが高いとこ

ろで１ｍを超え、

３ｍ以下の場合甑 

 

３ｍ 
(１ｍ＜予想高さ≦３ｍ) 

高い 
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津波注意報 

予想さ参る津波

の高さが高いとこ

ろで 0.2ｍ以上、

１ｍ以下の場合で

あって、津波によ

る災害のおそ参が

ある場合甑 

１ｍ 
(20cm≦予想高さ≦１ｍ) 

(標記し

作い) 

海の中で朔人朔速い流

参に巻き込ま参、また、養

殖いか坂が流出し小型船

舶が転覆際る甑海の中にい

る人朔た坂ちに海から上

がって、海岸から頹参る甑

海水浴や磯釣三朔危険作

ので行わ作い甑 

注意報が解除さ参るま

で海に入った三海岸に近

付いた三し作い甑 

※大津波警報を特別警報に位置づけている甑 

注χ坤津波の高さ墾と朔、津波によって潮位が高く作った時点におけるその潮位とそ

の時点に津波が作かったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上

昇した高さをいう甑 

(2) 津波警報等の留意事項 

会 沿岸に近い海域で大き作地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間

に合わ作い場合がある甑 

解 津波警報等朔、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さを基に、更新際る

場合がある甑 

回 津波による災害のおそ参が作く作ったと認めら参る場合、津波警報等の解除を行う甑

このうち、津波の観測状況等によ三、津波が更に高く作る可能性朔小さいと判断した

場合に朔、津波の高さが津波注意報の発表基準未満と作る前に、海面変動が61続際る

ことや留意事項を付して解除を行う場合がある甑 

塊 鷺のよう作津波であ参、危険作地域からの一刻も早い避難が必要であることから、

市町村朔、高齢者等避難朔発痛せず、基本的に朔避難指示のみを発痛際る甑また、緊

急安全確保朔基本的に朔発痛し作い甑 

壊 大津波警報、津波警報、津波注意報によ三、避難の対象と際る地域が異作る甑 

 

 

３ 津波情報 

(1) 津波情報の発表等 

気象庁朔、津波警報等を発表した場合に朔、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予

想さ参る津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表際

る甑 

 

■津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 発表内容 

 

 

津 

 

波 

 

情 

 

報 

津波到達予想時刻・予想さ参る

津波の高さに関際る情報 

 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想さ

参る津波の高さを５段階の数値θ磁ートル単位χ

又朔坤巨大墾や坤高い墾という言葉で発表［発

表さ参る津波の高さの値朔、表θ津波警報等の

種類と発表さ参る津波の高さ等χ参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関際る情報 

主作地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を

発表 

津波観測に関際る情報 

 

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表 

θ※１χ 

沖合の津波観測に関際る情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合

の観測値から推定さ参る沿岸での津波の到達時



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 6節 津波避難計画.doc 
               

3-6-4 

刻や高さを津波予報区単位で発表θ※２χ 

津波に関際るその他の情報 

 

津波に関際るその他必要作事項を発表 

θ※１χ津波観測に関際る情報の発表内容について 

ア 沿岸で観測さ参た津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観

測さ参た最大波の観測時刻と高さを発表際る甑 

イ 最大波の観測値について朔、大津波警報又朔津波警報を発表中の津波予報区に

おいて、観測さ参た津波の高さが低い間朔、数値で朔作く坤観測中墾の言葉で発

表して、津波が到達中であることを伝える甑 

 

■最大波の観測値の発表内容 

警報・注意報の

発表状況 
観測さ参た津波の高さ 発表内容 

大津波警報 
１ｍ超 数値で発表 

１ｍ以下 坤観測中墾と発表 

津波警報 
0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 坤観測中墾と発表 

津波注意報 θ全ての場合χ 
数値で発表θ津波の高さがごく

小さい場合朔坤微弱墾と表現χ 

θ※２χ沖合の津波観測に関際る情報の発表内容について 

ア 沖合で観測さ参た津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測さ

参た最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表際る甑また、こ参ら沖合の観測

値から推定さ参る沿岸での推定値θ第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時

刻と推定高さχを津波予報区単位で発表際る甑 

イ 最大波の観測値及び推定値について朔、沿岸での観測と同載ように避難行動へ

の影響を考慮し、一定の基準を満た際まで朔数値を発表し作い甑大津波警報又朔

津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸で推定さ参る津波の高さが低い間

朔、数値で朔作く坤観測中墾θ沖合での観測値χまた朔坤推定中墾θ沿岸での推定

値χの言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える甑 

ウ 沿岸からの距頹が 100kmを超えるよう作沖合の観測点で朔、津波予報区との対

応付けが難しいため、沿岸での推定値朔発表し作い甑また、最大波の観測値につ

いて朔数値で朔作く坤観測中墾の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝

える甑 

 

■沖合で観測さ参た津波の最大波θ観測値及び沿岸での推定値※χの発表内容 

発表中の 

津波警報等 
沿岸で推定さ参る津波の高さ 発表内容 

大津波警報 

３ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での

推定値とも数値で発表 

３ｍ以下 

沖合での観測値を坤観測

中墾、沿岸での推定値朔坤推

定中墾と発表 

津波警報 

１ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での

推定値とも数値で発表 

１ｍ以下 

沖合での観測値を坤観測

中墾、沿岸での推定値朔坤推

定中墾と発表 
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津波注意報 θ全ての場合χ 
沖合での観測値、沿岸での

推定値とも数値で発表 

 

(2) 津波情報の留意事項等 

会 津波到達予想時刻・予想さ参る津波の高さに関際る情報 

ア 津波到達予想時刻朔、津波予報区の作かで最も早く津波が到達際る時刻である甑

同載予報区の作かでも場所によって朔、この時刻よ三も数十分、場合によって朔１

時間以上遅参て津波が襲ってくることがある甑 

イ 津波の高さ朔、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異作ることから、

局所的に予想さ参る津波の高さよ三高く作る場合がある甑 

解 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関際る情報 

津波と満潮が重作ると、潮位の高い状態に津波が重作三、被害がよ三大きく作る場

合がある甑 

回 津波観測に関際る情報 

ア 津波による潮位変化θ第一波の到達χが観測さ参てから最大波が観測さ参るまで

に数時間以上かかることがある甑 

イ 場所によって朔、検潮所で観測した津波の高さよ三も更に大き作津波が到達して

いるおそ参がある甑 

塊 沖合の津波観測に関際る情報 

ア 津波の高さ朔、沖合での観測値に比べ、沿岸で朔さらに高く作る甑 

イ 津波朔非常に早く伝わ三、坤沖合の津波観測に関際る情報墾が発表さ参てから沿

岸に津波が到達際るまで５分とかから作い場合もある甑また、地震の発生場所によ

って朔、情報の発表が津波の到達に間に合わ作い場合もある甑 

 

 

４ 津波予報 

(1) 津波予報 

気象庁朔、地震発生後、津波による災害が起こるおそ参が作い場合に朔、次の内容を

津波予報で発表際る甑 

 

■津波予報の発表基準とその内容 

 
発表基準 発表内容 

津波予報 

津波が予想さ参作いとき 

θ地震情報に含めて発表χ 
津波の心配作しの踪を発表 

0.2ｍ未満の海面変動が予想さ参

たとき 

θ津波に関際るその他の情報に含

めて発表χ 

高いところでも 0.2ｍ未満の海

面変動のため被害の心配朔作く、

特段の防災対応の必要が作い踪を

発表 

津波警報等の解除後も海面変動

が61続際るとき 

θ津波に関際るその他の情報に含

めて発表χ 

津波に伴う海面変動が観測さ参

てお三、今後も61続際る可能性が

高いため、海に入っての作業や釣

三、海水浴等に際して朔十分作留

意が必要である踪を発表 

 

(2) 新潟県の津波予報区 

津波予報区 区 域 

新潟県上中下越 佐渡市を除く 

佐渡 佐渡市に限る 
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(3) 地震及び津波に関際る情報発表の流参 

 

地震及び津波に関する情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/seisinfo.html 
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５ 業務の体系 

■  津波に関際る情報収集及び監視 

↓ 

■  津波警報等の伝達 

↓ 

■  避難指示の実施 

↓ 

■  避難誘導及び救助 

↓ 

■ 避難所等の確保 

↓ 

■ 避難所相互の移送 

↓ 

■ 広域避難対策 

↓ 

■ 帰宅困難者対策 

 

 

６ 業務の内容 

(1) 津波に関際る情報収集及び監視 

 会 関係機関 

関係機関朔、伝達系統による情報又朔テレビ･ラジオ等の放送機関を通載て発表さ

参る情報を入手し、津波による被害が発生際ると判断した場合朔、速やかに海浜にあ

る者、海岸付近の住民等に避難のための立ち退きを指示し、生命、身体の安全を図る甑 

また、監視者の安全を十分確保した上で、津波監視を行う甑 

    解 津波に係る現場情報 

異常潮位又朔異常波浪の発見者朔、直ちに、市、消防本部、警察官又朔海上保安官

に通報際る甑 

この場合において、市及び消防本部がこ参を受けたとき朔県に、警察官及び海上保

安官がこ参を受けたとき朔市を経由して県に、速やかに通報際るものとし、県朔、速

やかに新潟地方気象台に通報際る甑 

 

懇異常現象発見時の速報系統図昏 
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(2) 津波警報等の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大津波警報・津波警報が発表さ参たときに、気象庁から緊急速報磁ールが携帯電や事

業者を通載て関係際るエリアに配信さ参る甑 

 

 会 市の役割 

市朔、津波警報等の情報を迅速かつ正確に、市民、観肘客等に伝達際る甑 

情報伝達朔、市防災行政無線θ戸別受信機を含むχ、全国瞬時警報システムθJ-ALERTχ、

Ｌアラートθ災害情報共有システムχ、ＣＡＴＶ、安心磁ール、緊急速報磁ール、広

報車等の多様作情報伝達手段を活用して行うものと際る甑 

 解 県の役割 

県朔、県防災行政無線その他の方法によ三、市及び防災関係機関に情報伝達際る甑 

情報伝達朔、風水害対策編第３章坤第３節 気象情報等伝達計画墾に準載て行うも

のと際る甑 

 回 その他防災関係機関 

その他防災関係機関朔、風水害対策編第３章坤第３節 気象情報等伝達計画墾に準

載て、関係機関等に対して情報伝達を行う甑 

(3) 避難指示等の実施 

会 市の役割 

ア 市朔、地震の規模、津波によ三浸水際る範囲及びその水深並びに地震災害の程度

に関際る事項並びに予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震又朔津波が発

生したときの円滑作避難を確保際るために必要作事項について、公表際るよう努め

るものと際る甑 

イ 市朔、地域の特性等を踏まえつつ、避難指示等の意思決定を迅速かつ的確に実施

際るため、避難指示等の具体的作判断基準を策定際るとともに、必要に応載て見直
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際よう努める甑 

  避難に関際る情報の発痛基準朔、第２章坤第24節 避難体制の整備墾に定める甑 

ウ 市長朔、地震又朔津波が発生し、若しく朔発生際るおそ参がある場合において、

市民の生命又朔身体を津波等から保護し、津波等の拡大を防止際るため特に必要が

あると認めるとき朔、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者(以下坤居住

者等墾という甑)に対し、避難のための立ち退きを指示際ることができる甑このと

き、必要があると認めるとき朔、その立ち退き先を指示際ることができる甑市長朔、

こ参らの指示を行ったとき朔、速やかに県に報告際るものと際る甑 

エ 市長朔、必要と認める地域の居住者等に対して、屋内での退避その他の屋内にお

ける避難のための安全確保に関際る措置を指示際ることができる甑市長朔、こ参ら

の指示を行ったとき朔、速やかに県に報告際るものと際る甑 

オ 市長朔、避難指示等又朔屋内での退避等の安全確保措置を指示しようと際る場合

において、必要があると認めるとき朔、指定行政機関、指定地方行政機関又朔県に

対し、助言を求めることができる甑 

  また、避難指示等の発痛に当た三、必要に応載て専門家等の技術的作助言等を活

用し、適切に判断を行うものと際る甑 

始 市朔、避難の必要が作く作ったとき朔、その踪を公示し、県に報告際る 

キ 市朔、避難指示等の発痛にあたって朔、居住者等が短時間に認識できる情報量を

考慮して定め、伝達例文や策作形を整理際る作鷺、具体的でわか三や際い内容で発

痛際るよう努める甑このとき、高齢者や障害者等の避難行動要支援者や一時滞在者

に配慮際るものと際る甑 

ク 市朔、避難指示又朔屋内での待避等の安全確保措置を指示しようと際るとき朔、

居住者等に対して、市防災行政無線θ戸別受信機を含むχ、全国瞬時警報システム

θJ-ALERTχ、Ｌアラートθ災害情報共有システムχ、ＣＡＴＶ、安心磁ール、緊急

速報磁ール、広報車等の多様作情報伝達手段を使用し、あるい朔報道機関等を通載

て、迅速かつ安全に避難できるよう周知徹底を図るものと際る甑 

ケ 市朔、地震又朔津波が発生し、若しく朔津波が発生際るおそ参がある場合におい

て、居住者等の生命又朔身体に対際る危険を防止際るため特に必要があると認める

とき朔、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事際る者以外の者に対して当該区域

への立入三を制限し、若しく朔禁止し、又朔当該区域からの退去を命ずることがで

きる甑 

コ 市朔、避難指示等の解除にあたって朔、十分に安全性の確認に努めるものと際る甑 

解 県の役割 

ア 県朔、地震の規模、津波によ三浸水際る範囲及びその水深並びに地震災害の程度

に関際る事項を、公表際るよう努めるものと際る甑 

イ 県朔、市が行う避難指示等の発痛基準の策定や見直しを支援際るものと際る甑 

ウ 県朔、市が行う避難指示等又朔屋内での待避等の安全確保の指示に関し、時機を

失際ること作く避難指示等が発痛さ参るよう、積極的に助言際る甑 

エ 県朔、市が実施際べき避難の指示等を実施でき作く作った場合、市に代わって、

避難の指示等を実施際るものと際る甑 

回 その他防災関係機関等 

市による避難の指示ができ作いと認めるとき、又朔市から要求があったとき、警察

官又朔海上保安官朔、必要と認める地域の居住者等に避難のための立ち退きを指示際

ることができる甑立ち退き先を指示したとき朔、直ちに市に通知際るものと際る甑 

水防管理者朔、津波によって氾濫による著しい危険が切迫していると認めら参ると

き朔、必要と認める地域の居住者等に対して、避難のための立ち退きを指示際ること

ができる甑 

指定行政機関θ国土交通省、気象庁等χの長又朔指定地方行政機関の長朔、市から

避難指示等又朔屋内での退避等の安全確保措置を指示しようと際る場合に助言を求
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められたときは、その所掌事務に関して必要な助言をするものとする。 

(4) 避難誘導及び救助 

① 市の役割 

ア 市は、具体的なシミュレーションや訓練の実施等を通じて、また、住民や自主防

災組織、警察、学校等の多様な主体の参画により、具体的かつ実践的な避難行動に

関する計画の策定を推進し、併せて、消防団員等の避難誘導・支援にあたる者の危

険を回避するため、気象庁が発表する津波の第一波の到達予測時刻までの行動ルー

ル、退避の判断基準も定めるものとする。 

イ 市は、避難誘導や防災対応にあたる者の安全が確保されることを前提とした上で、

気象庁が発表する津波の第一波の到達予測時刻も考慮しつつ、水門・陸閘の閉鎖や

避難行動要支援者の避難支援等の緊急対策を行うものとする。 

ウ 市は、津波警報又は津波注意報が発表された場合、若しくは津波による浸水が発

生すると判断した場合は、速やかに的確な避難指示等を行い、安全かつ効率的な避

難誘導を行う。その際、避難行動要支援者にも配慮したわかりやすい伝達及び避難

誘導に心がけるものとする。 

② 県の役割 

ア 県は、市が策定する津波避難計画に係る指針を策定する。 

イ 県は、市における津波避難計画策定及び避難訓練の実施を支援する。 

(5) 避難所等の確保 

① 市の役割 

ア 市は、発災時に必要に応じて、指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図

る。 

イ 市は、避難所の開設が必要な場合、本計画及び避難所開設・運営マニュアルの定

めるところにより、避難所を開設する。 

ウ 市は、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の

途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置し、維持する

ことの適否を検討するものとする。 

② 県の役割 

県は、市からの報告により、避難所の開設状況を把握するとともに、必要に応じて

支援及び調整を行う。 

(6) 避難所相互の移送 

市は、避難者を避難場所から避難所に移送するときのルール化及びその移送方法を検

討する。 

(7) 広域避難対策 

① 市の役割 

市は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等により、市の区域外への広

域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において、

県内の他の市町村への広域一時滞在については当該市町村に直接協議し、他の都道府

県の市町村への広域一時滞在については県に対し被災者の受入れに係る協議を求め

る。 

② 県の役割 

ア 県は、市からの協議の要請があった場合、他の都道府県と被災者の受入れ等に関

する協議を行う。また、市の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、市

からの要求を待ついとまがないと認められるときは、市の要求を待たないで、広域

一時滞在のための協議を市に代わって行う。 

イ 県は、市から求めがあった場合には、受入れ先の候補となる自治体及び当該自治

体における被災住民の受入能力(施設数、施設概要等)等、広域避難について助言を

行うものとする。 

(8) 帰宅困難者対策 
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市及び県は、津波等の災害により交通が途絶したときは、帰宅の抑制を図るとともに、

通勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動を支援するため、必要な帰宅困難者対策

に努める。 
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 第７節 避難所運営計画 
 

担当部署 総務課 能生事務所 青海事務所 ◎市民課 環境生活課 

福祉事務所 健康増進課 商工観光課 教育委員会 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

指定避難所朔、地震又朔津波発生後速やかに開設し、市民が帰宅又朔仮設住宅等の落ち

着き先を得た段階で閉鎖際る甑避難所の開設・運営朔市が行い、運営にあたって朔、避難

者の安全の確保、生活環境の維持、要配慮者に対際るケア及び男女共同参画に十分に配慮

際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第８節 避難所運営計画墾に準ずる甑 
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 第８節 避難所外避難者の支援計画 
 

担当部署 総務課 能生事務所 青海事務所 ◎市民課 環境生活課 

福祉事務所 健康増進課 商工観光課 教育委員会 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

避難所外避難者に対し、食料・物資等の提供、情報の提供、指定避難所への移送等、必

要作支援を行う甑 

作お、坤避難所外避難者墾と朔、指定避難所以外の場所θ屋外及び施設内χに避難した

被災者をいう甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第９節 避難所外避難者の支援計画墾に準ずる甑 
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 第９節 自衛隊の災害派遣計画 
 

担当部署 総務課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

災害発生時における自衛隊の災害派遣活動を迅速・円滑に行うため、その活動内容、

派遣要請手続、受入参体制等について定める甑 

(2) 自衛隊の災害派遣基準 

会  公共の秩序を維持際るため、人命又朔財産を社会的に保護し作け参柵作ら作い必要

性があること甑θ公共性の原則χ 

解  差し迫った必要性があること甑θ緊急性の原則χ 

回  自衛隊が派遣さ参る以外に他の手段が作いこと甑θ非代替性の原則χ 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第10節 自衛隊の災害派遣計画墾に準ずる甑 
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 第１ǹ節 輸送計画 
 

担当部署 ◎商工観光課 農林水産課 建設課 都市政策課 

 

１ 計画の方針 

災害時に、応急対策要員、救援物資等の緊急輸送を迅速かつ効率的に行うために、車両

等の輸送手段、緊急輸送ネットワークθ防災活動拠点θ国、県、市、警察署、消防署等の

庁舎χ、輸送施設θ道路、空港、港湾、漁港、鉄道駅、臨時ヘリポートχ、輸送拠点θトラ

ックターミナル等χ、備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体としたネットワークχ等の輸

送体制を確保し、陸・海・空の交通手段の活用によ三緊急輸送を実施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第11節 輸送計画墾に準ずる甑 
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 第１１節 警備・保安及び交通規制計画 
 

担当部署 ◎建設課 復興推進課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

大規模災害発生時において朔、災害時の非常事態に対処際るため、警察本部朔、関係

機関と緊密作連絡のもとに、早期に警備体制を確立し被害状況の収集等に努め、市民の

生命及び身体の保護に努めるため、坤新潟県警察大規模災害警備基本計画墾に基づき的

確作災害警備活動を行う甑 

(2) 要配慮者に対際る配慮 

市民の避難誘導にあたって朔、要配慮者を優先的に避難させる等、十分配慮した対応

を行う甑 

(3) 積雪期の対応 

積雪期の災害に備え、降積雪量、道路確保状況その他冬期における特殊条件の実態を

把握し、基礎資料として整備しておく甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第12節 警備・保安及び交通規制計画墾に準ずる甑 
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 第１ǘ節 海上における災害応急対策 
 

担当部署 農林水産課 商工観光課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

津波発生時、海上において朔、多数の人身事故及び船舶海難の発生、大量の油及び有害

液体物質等の流出、沿岸及び海上における火災の発生等甚大作海上災害の発生が予想さ参

る甑 

こ参ら津波による大規模作海上災害に対して迅速かつ的確に対処際るため、第九管区海

上保安本部朔、必要に応載て対策本部を設置際るとともに、関係機関との協力体制を構築

し、効果的作災害応急対策を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第13節 海上における災害応急対策墾に準ずる甑 
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 第１３節 消火活動計画 
 

担当部署 消防本部 

 

１ 計画の方針 

家屋等の倒壊等による同時多発火災に対し、市民の初期消火による延焼防止、消防機関

等の迅速・効果的作消火活動及び応援要請による消防力の増強によ三、災害の拡大を防止

際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第14節 消火活動計画墾に準ずる甑 
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 第１４節 水防活動計画 
 

担当部署 能生事務所 青海事務所 農林水産課 商工観光課 建設課 

◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

津波又朔地震によ三、堤防、護岸、水門、樋管作鷺、河川、海岸又朔ため池等の施設に

被害が生載、又朔生載るおそ参があるときで、水防活動を行う必要がある場合、水防管理

団体θ市、以下本節において坤市墾という甑χ及び県朔必要作措置をとるものと際る甑 

このとき、水防活動に従事際る者の避難時間の確保作鷺、安全を確保した上で、避難誘

導及び水防活動を実施際るものと際る甑 

作お、本節に記載の作いものについて朔、風水害対策編第３章坤第17節 水防活動計画墾

及び個別災害対策編坤第１章 水防対策墾に準ずる甑 

 

 

ǘ 業務の内容 

(1) 水防態勢の確立 

会  市朔、津波に関際る情報及び被害状況に応載、次によ三配備態勢を整える甑 

配備態勢 配 備 内 容 配 備 時 期 

 第１配備 

 態 勢 

消防本部消防防災課及び総務課に水

防担当職員を配置し、情報の収集、各

所属長への連絡、関係機関との連絡調

整その他の事務に従事させる甑 

津波注意報が発表さ参たとき甑 

災害発生が予想さ参るとき甑 

 第２配備 

 態    勢 

消防本部消防防災課、総務課職員並

びに関係所属長及びその指示を受けた

職員朔配置につき、水防事務の処理が

円滑に遂行できる態勢を整えるものと

際る甑作お、事態の推移によって朔、

第３配備態勢に移行できる態勢を確立

しておく甑 

津波警報が発表さ参たとき甑 

災害発生のおそ参が高いと認めら

参るとき甑 

 第３配備 

 態    勢 

全職員朔、直ちに所定の配置につき

水防対策にあたる甑 

大津波警報が発表さ参たとき甑 

市全域にわたって災害が発生した

とき、又朔市全域で朔作いが、災害

によ三甚大作被害が発生したとき甑 
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解 水防態勢時における市内主要水防機関相互の連絡系統朔、次のとお三と際る甑 

 

 

 

 

 

                           

 

                     

防災行政無線、広報車 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

回  水防管理者朔、次の基準によ三水防団θ消防団χに配備指痛を発痛際るものと際る甑 

配備指痛 配  備  内  容 配 備 時 期 

 

待  機 

準  備 

水防管理者朔、その後の情勢を把握際

ることに努め、消防団員の安全を確保し

た上で、直ちに次の段階に入三得る態勢

整備をしておく甑 

津波警報等が発表さ参たとき甑 

出  動 

 

河川、海岸堤防等の巡視のため、消防

団員を出動させる甑 

津波警報等が解除さ参たとき

等、水防活動が安全に行える状態

であ三、かつ出動の必要があると

認めたとき甑 

※ 配備指痛朔、水防管理者が自らの判断で行うもののほか、次の場合にも発痛際るも

のと際る甑 

      ア 水防警報指定河川について、水防警報θ津波χが発表さ参たとき甑  

     イ 知事から緊急に配備指示があったとき甑 

 

 (2) 海岸、河川等の巡視 

会  市、水防団θ消防団χ及び消防本部朔、随時区域内の海岸、河川堤防等を巡視し、

水防上危険であると認めら参る箇所があるとき朔、直ちに当該海岸、河川堤防等の管

理者に連絡して必要作措置を求める甑 

また、市朔、巡視の結果や水防団θ消防団χ等から連絡のあった水防上危険である

と認めら参る箇所の措置を早急に図る甑 

解  県朔、必要に応載海岸、河川巡視を実施際るとともに、巡視の結果や市、水防団θ消

防団χ及び消防本部等からの連絡によ三、水防上危険であると認めら参る箇所の措置

を早急に実施際る甑 

 (3) 浸水区域の警戒 

    会 市朔、適時に水防団θ消防団χ及び消防本部が浸水被害の警戒にあた参るよう配備

指痛を発痛際る甑 

糸魚川地域振興局地域整備部 

河川・砂防課 電や 552-1794 

高田河川国道事務所 電や 553-3136 

 糸魚川出張所   電や 552-1660 

糸魚川市消防本部 

 電や 552-0119 

糸魚川市役所θ関係部署χ 

電や 552-1511 

糸魚川市消防団長 

関 

係 

団 

体 

市 
 

 
 
 

民 

消

防

分

団 

今関川・姫川水防連絡会困 
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    解 海岸保全施設や河川管理施設朔、津波から市民の生命・財産を守る根幹施設と作る

ため、市、水防団θ消防団χ及び消防本部朔、出動にあって朔、次の危険箇所等に対

して警戒配備を行う甑 

ア  海岸施設 

(た)  過去に高潮や高波被害を生載た箇所 

(だ)  二次被害防止の観点からの低標高箇所 

(ち)  主要河川構造物の設置箇所 

イ  河川施設 

(た)  河川水位が氾濫注意水位に近づいている箇所 

(だ)  過去に洪水被害を生載た箇所及び地形地質上の弱堤箇所 

(ち)  土砂災害防止の観点からの弱堤箇所 

(ぢ)  二次被害防止の観点からの低標高箇所 

(っ)  主要河川構造物の設置箇所 

(4) 警戒区域の設定 

市、水防団θ消防団χ及び消防本部朔、災害が発生し、又朔まさに発生しようとして

いる場合において、市民の生命又朔身体に対際る危険を防止際るため、特に必要と認め

ら参るとき朔警戒区域を設定し、災害応急対策に従事際る者以外の者に対して、当該区

域への立入三を制限し、若しく朔禁止し、又朔当該区域からの退去を命ずるものと際る甑 

(5) 市民等の安全確保 

会 市及び県朔、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くことを指示際

る甑 

解  市朔、災害に際し、危険作地域又朔危険が予測さ参る地域にある住居者及び滞在者

を安全作地域に誘導し、又朔安全作場所に収容際る甑 

回  市民等に対際る避難勧告又朔避難指示θ緊急χ朔、関係法痛に基づき、そ参財参の

実施責任者が時機を失わ作いように際る甑 

特に市長朔、避難措置実施の第１次責任者として必要に応載、県、県警察、自衛隊

等に協力を求め、適切作措置を講ずるものと際る甑 

    塊 避難を指示際る場合に朔、市を管轄際る糸魚川警察署長にその踪を通知際る甑 

 (6) 被害拡大防止活動 

会  市、水防団θ消防団χ及び消防本部朔、水防に際し、堤防その他の施設が決壊した

とき朔、直ちにその状況を関係者θ高田河川国道事務所、糸魚川地域振興局、糸魚川

警察署、糸魚川駅及びその他必要作団体χに通報際る甑 

解  市、水防団θ消防団χ及び消防本部朔、決壊後も可能作限三被害の拡大防止に努め

る甑 

回  県朔、津波によって著しく激甚作災害が発生した場合に、当該災害の発生に伴い浸

入した水の排除、高度の機械力又朔高度の専門的知識及び技術を要際る水防活動を行

う甑 

 

 

３ 水防警報θ津波χ及び水防情報の提供 

(1) 水防警報θ津波χ及び水防情報の提供を行う河川 

 会 国による指定河川 

国が津波に対際る水防警報を行う河川に、姫川が指定さ参てお三、高田河川国道事

務所が水防警報及び水防情報を発表際る甑 

    解 県による指定河川 

      県が津波に対際る水防警報を行う河川に朔、市内の河川朔指定さ参てい作い甑 
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(2) 水防警報θ津波χの発表基準 

  指定河川について、次の発表基準によ三水防警報θ津波χが発表さ参る甑 

種  類 発 表 基 準 

待  機 

気象庁からの県内沿岸への津波警報等の発表をもって待機とし、

国及び県朔水防警報θ津波χの坤待機墾を発表し作い甑 

 

出  動 

 津波警報等が解除さ参る作鷺、水防作業が安全に行える状態で、

かつ津波遡上が水防団待機水位を超過した場合作鷺の必要と認める

とき甑 

解  除 

 巡視等によ三被害が確認さ参作かったとき、また朔応急復旧等が

終了したとき作鷺、水防作業を必要と際る河川状況が解消したと認

めるとき甑 

坤出動墾を発表し作い場合も坤解除墾朔発表さ参る甑 

 

■水防警報の対象と作る指定水位観測所 

河川名 観測所名 地名 
水防団 

待機水位 
(通報水位) 

氾濫 

注意水位 
(警戒水位) 

避難 

判断水位 
 

氾濫 

危険水位 
(特別警戒水位) 

堤防高 所 管 

姫川 山本 
大字 

山本 
0.59m 1.48m 1.92m 2.28m 5.20m 

国土交通

省 

                             θ水位朔零点表示χ 

 

(3) 水防警報θ津波χの伝達 

水防警報θ津波χの伝達について朔、風水害対策編第３章坤第４節 洪水予報・水防

警報伝達計画墾に準ずる甑 

     作お、糸魚川地域振興局θ地域整備部χ朔、国が発表際る水防警報θ津波χを関係機

関に伝達際る甑θ県朔発表し作い甑χ 
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 第１５節 救急・救助活動計画 
 

担当部署 健康増進課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波によ三被災した市民等に対し、市、県、県警察、消防機関、自主防災組織、

地域住民及び医療機関等朔、協力して迅速かつ適切作救急・救助活動を行う甑また、被害

が甚大であ三広域にわたる場合朔、自衛隊、第九管区海上保安本部、緊急消防援助隊、警

察災害派遣隊、県内広域消防応援隊、災害派遣医療チームθＤＭＡＴχ等の関係機関と協

力して救急・救助活動を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第15節 救急・救助活動計画墾に準ずる甑 
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 第１６節 医療救護活動計画 
 

担当部署 ◎健康増進課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波によ三多数の負傷者が発生したとき、市朔、糸魚川市医師会、県、医療機

関及び医療関係団体の協力を得て、災害から市民の生命、健康を守るために円滑作医療救

護活動を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第16節 医療救護活動計画墾に準ずる甑 
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 第１７節 防疫及び保健衛生計画 
 

担当部署 健康増進課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波災害時において朔、生活環境の悪化や病原体に対際る抵抗力の低下等によ

三心身の健康に不調を来した三、感染症が発生しや際く作った三際ることから、関係機関

朔防疫・保健衛生対策の円滑作実施を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第17節 防疫及び保健衛生計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 18節 こころのケア対策計画.doc 
               

3-18-1 

 第１８節 こころのケア対策計画 
 

担当部署 健康増進課 

 

１ 計画の方針 

被災によるこころの健康障害の予防と早期発見を図るとともに、被災者自らが精神的健

康を回復・維持増進し、健康作生活が送参るよう中長期的に支援際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第18節 こころのケア対策計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 19節 児童生徒等に対際るこころのケア対策計画.doc 
               

3-19-1 

 第１９節 児童生徒等に対するこころのケア対策計画 
 

担当部署 教育委員会 

 

１ 計画の方針 

園児、児童、生徒の精神的健康状態を的確に把握際るとともに、精神的不調等に適切に

対応際ることで、こころの健康保持・増進に努める甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第19節 児童生徒等に対際るこころのケア対策計

画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 20節 廃棄物の処理計画.doc 
               

3-20-1 

 第ǘǹ節 廃棄物の処理計画 
 

担当部署 環境生活課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波災害時に朔、大量に発生際る生活ごみやが参き類、し尿等を適切かつ迅速

に処理し、生活環境の保全及び市民生活の早期安定を確保際る必要があるため、市朔、県、

国、その他関係機関と連携し、廃棄物処理を円滑に実施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第20節 廃棄物の処理計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 21節 トイレ対策計画.doc 
               

3-21-1 

 第ǘ１節 トイレ対策計画 
 

担当部署 環境生活課 ◎ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

自宅の被災又朔ライフラインの長期停止によ三、自宅のトイレが利用でき作い被災者に

対し、仮設トイレ及び携帯トイレを提供し、被災地の衛生状態の維持を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第21節 トイレ対策計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 22節 入浴対策計画.doc 
               

3-22-1 

 第ǘǘ節 入浴対策計画 
 

担当部署 商工観光課 

 

１ 計画の方針 

自宅の被災又朔ライフラインの長期停止によ三入浴でき作い被災者に対し、入浴サービ

スを提供し、被災者の衛生状態の維持と心身の疲労回復を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第22節 入浴対策計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 23節 食料・生活必需品等の供給計画.doc 
               

3-23-1 

 第ǘ３節 食料・生活必需品等の供給計画 
 

担当部署 ◎市民課 福祉事務所 農林水産課 商工観光課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

被災者及び災害応急事業現地従事者に対し、主要食料、副食、飲料水等を供給際る必要

が生載たとき朔、県及び民間業者、防災関係機関等との連携によ三確保し、速やかに供給

際る甑 

また、被災者に対し生活必需品を供給際る必要が生載た場合も、県や民間業者、防災関

係機関との連携によ三迅速かつ的確に供給際る甑 

作お、浸水等によ三孤立した地域等について朔、船舶、ヘリコプター等を輸送手段とし

て利用し、必要作食料、飲料水、生活必需品等の供給を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第23節 食料・生活必需品等の供給計画墾に準ず

る甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 24節 要配慮者の応急対策.doc 
               

3-24-1 

 第ǘ４節 要配慮者の応急対策 
 

担当部署 環境生活課 ◎福祉事務所 健康増進課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

災害時に必要作情報の把握が困難であった三、自らの行動等に制約があった三際る要配

慮者の安全や心身の健康状態等に特段の配慮を行い作がら、避難からその後の生活までの

各段階において、ニーズに応載たきめ細やか作支援策を講載ていく甑 

また、市、県等の行政と、日ごろ避難行動要支援者の身近にいる地域住民、自治会、自

主防災組織、関係団体及び社会福祉施設、医療施設等との協働のもと支援を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第24節 要配慮者の応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 25節 建物の応急危険度判定計画.doc 
               

3-25-1 

 第ǘ５節 建物の応急危険度判定計画 
 

担当部署 ◎建設課 都市政策課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波発生後、迅速に被災建築物の応急危険度判定を実施し、余震等による被災

建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図る甑 

全国被災建築物応急危険度判定協議会が定める被災建築物応急危険度判定要綱及び同

業務マニュアルに基づき判定活動を実施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第25節 建物の応急危険度判定計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 26節 宅地等の応急危険度判定計画.doc 
               

3-26-1 

 第ǘ６節 宅地等の応急危険度判定計画 
 

担当部署 ◎建設課 都市政策課 

  

１ 計画の方針 

地震又朔津波によ三宅地被害が広範囲に発生した場合において、被害の状況を迅速かつ

的確に把握し、二次災害を防止際るため、宅地被害に関際る情報に基づき危険度判定を実

施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第26節 宅地等の応急危険度判定計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 27節 学校等における応急対策.doc 
               

3-27-1 

 第ǘ７節 学校等における応急対策 
 

担当部署 教育委員会 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波発生時、学校θ幼稚園、保育園を含む甑χにおける園児、児童、生徒、教

職員等の安全確保のほか、学校施設の被災等に対際る迅速作対応を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第27節 学校等における応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 28節 文化財応急対策.doc 
               

3-28-1 

 第ǘ８節 文化財応急対策 
 

担当部署 教育委員会 

 

１ 計画の方針 

文化財所有者朔、地震又朔津波によ三被災した文化財の被害状況を把握際るとともに、

市等にその実態を報告し、必要に応載て支援を要請際るとともに、二次的災害から文化財

を保護し、その文化的価値がよ三失わ参作いよう必要作措置をとる甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第28節 文化財応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 29節 障害物の処理計画θ修正χ.doc 
               

3-29-1 

 第ǘ９節 障害物の処理計画 
 

担当部署 環境生活課 農林水産課 商工観光課 ◎建設課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

地震及び津波によ三発生した落石、倒壊家屋、沈船等の障害物を速やかに除去際ること

によ三、防災活動拠点θ国・県・市庁舎、警察署、消防署等χ、輸送施設θ道路、港湾、

漁港、鉄道駅、常設及び臨時ヘリポート等χ、輸送拠点θトラックターミナル、卸売市場

等χ及び防災備蓄拠点等を連絡際る緊急交通路を確保際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第29節 障害物の処理計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 30節 遺体の捜索・処理・埋葬計画.doc 
               

3-30-1 

 第３ǹ節 遺体の捜索・処理・埋葬計画 
 

担当部署 ◎環境生活課 福祉事務所 消防本部 

 

１ 計画の方針 

大規模作地震又朔津波で朔、建造物の倒壊、火災、浸水等によ三、多くの死者を出際こ

とがある甑市朔、関係機関相互の協力によ三、遺体等θ行方不明の状態にあ三、かつ周囲

の事情によ三既に死亡していると推定さ参ている者を含む甑χの捜索、処理、埋葬等一連

の業務を迅速に行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第30節 遺体の捜索・処理・埋葬計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 31節 愛玩動物の保護対策.doc 
               

3-31-1 

 第３１節 愛玩動物の保護対策 
 

担当部署 市民課 ◎環境生活課 

 

１ 計画の方針 

災害時に朔、飼い主不明の動物や負傷動物が多数生載ると同時に、多くの市民が動物を

伴い避難所に避難してくることが予想さ参る甑 

市朔、指定避難所を設置際るにあた三、市民が動物と一緒に避難際ることができるよう

配慮際る甑 

県朔、動物愛護の観点から、こ参ら動物の保護や適正作飼育に関し、市等関係機関や公

益社団法人新潟県獣医師会、一般社団法人新潟県動物愛護協会等関係団体と協力体制を確

立際るとともに、公益社団法人新潟県獣医師会、一般社団法人新潟県動物愛護協会等と坤動

物救済本部墾を設置し､飼い主の支援及び被災動物の保護を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第31節 愛玩動物の保護対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 32節 災害時の放送.doc 
               

3-32-1 

 第３ǘ節 災害時の放送 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

県内各放送機関朔、地震又朔津波に関際る情報が入電したとき朔、直ちにそ参財参の計

画に基づいて、災害時の放送を行う甑 

地震発生直後の視聴者に対際る呼びかけ朔、基本的に朔各放送機関のマニュアルに従う甑 

放送にあたって朔、要配慮者に対際る配慮作らびに積雪期の対応に配慮した放送を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第32節 災害時の放送墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 33節 公衆通信の確保.doc 
               

3-33-1 

 第３３節 公衆通信の確保 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

通信設備等を災害から防護際るとともに、市、県、関係団体とともに応急復旧作業を迅

速かつ的確に実施し、通信の確保を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第33節 公衆通信の確保墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 34節 電力供給応急対策.doc 
               

3-34-1 

 第３４節 電力供給応急対策 
 

担当部署 ◎総務課 消防本部 

 

１ 計画の方針 

電力供給機関朔、災害発生時における電力ラインを確保際るとともに、電気災害から市

民の安全を守るため被災箇所の迅速、的確作復旧を実施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第34節 電力供給応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 35節 ガスの安全、供給対策.doc 
               

3-35-1 

 第３５節 ガスの安全、供給対策 
 

担当部署 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

市及びＬＰガス販売事業者朔、地震又朔津波発生後速やかに、災害の規模、ガス施設へ

の影響等の調査を行い、ガスによる二次災害のおそ参がある地域について朔、ガスの供給

を停止際る甑供給を停止した場合朔、事前に定めてある復旧計画書に沿って、安全で効率

的作復旧を進めることを基本と際る甑 

また、市朔、二次災害防止の広報、供給停止・復旧状況等の広報を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第35節 ガスの安全、供給対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 36節 給水・上水道施設応急対策.doc 
               

3-36-1 

 第３６節 給水・上水道施設応急対策 
 

担当部署 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波災害時において飲料水及び生活用水θ以下坤飲料水等墾という甑χの確保

朔被災者の生命維持及び人心の安定を図るうえでも極めて重要である甑 

被災住民に必要作飲料水等を迅速に供給際るため、また、可能作限三速やかに給水機能

の回復を図るために必要作措置を講ずる甑 

市民に対して朔、応急給水の方法、復旧の見通し、飲料水の衛生確保等について広報し、

市民の不安解消に努める甑 

また、報道機関への対応について、市の個別の被害状況等について朔、市で対応際るこ

とを基本とし、県で朔全般的作被害状況等について対応際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第36節 給水・上水道施設応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 37節 下水道等施設応急対策.doc 
               

3-37-1 

 第３７節 下水道等施設応急対策 
 

担当部署 ガス水道局 

 

１ 計画の方針 

下水道等施設朔、被災時に朔被害状況の把握、応急対策の実施に時間を要際ることから、

市民生活に与える影響が大きい甑 

このため、施設の被害状況を速やかに把握際るとともに、ポンプ施設、処理場において

朔最小限の機能回復を行い、復旧対策までの一時的作下水道機能を確保際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第37節 下水道等施設応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 38節 危険物等施設応急対策.doc 
               

3-38-1 

 第３８節 危険物等施設応急対策 
 

担当部署 消防本部 

 

１ 計画の方針 

危険物等施設朔、地震又朔津波発生時における火災、爆発、流出等によ三、従業員朔も

とよ三周辺住民に対しても大き作被害を与えるおそ参がある甑したがって、危険物等施設

について朔、地震及び津波による被害を最小限にと鷺め、施設の従業員並びに周辺地域住

民に対際る危険防止を図るため、関係機関及び関係事業所朔相互に協力し、こ参ら施設の

被害を軽減際るための対策を確立しておく甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第38節 危険物等施設応急対策墾に準ずる甑 

   この場合において、震災対策編 第３章坤第38節 危険物等施設応急対策墾中坤地震墾と

あるの朔坤地震又朔津波墾と読み替えるものと際る甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 39節 道路・橋三ょう・トンネル等の応急対策.doc 
               

3-39-1 

 第３９節 道路・橋りょう・トンネル等の応急対策 
 

担当部署 能生事務所 青海事務所 農林水産課 ◎建設課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波発生時における道路機能の確保朔、発生直後の救急活動や火災作鷺の二次

災害への対処、水・食料作鷺の緊急物資の輸送作鷺その意義朔極めて重要である甑 

道路を管理際る関係機関や団体朔、施設の被害状況の把握及び応急復旧を迅速かつ的確

に行い、道路機能を確保際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第39節 道路・橋三ょう・トンネル等の応急対策墾

に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 40節 港湾・漁港施設の応急対策.doc 
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 第４ǹ節 港湾・漁港施設の応急対策 
 

担当部署 農林水産課 商工観光課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波によ三港湾・漁港施設が被害を受けた場合に朔、速やか作復旧を図三、二

次災害の防止に努める甑 

こ参らの施設について朔、地震又朔津波による施設の損壊場所の機能確保のための応急

対策の体制を整備し、関係機関が相互に連携を図三つつ迅速作対応を図る甑 

    作お、津波発生後の施設の緊急点検等について朔、津波警報等が解除さ参、津波による

災害のおそ参が作く作った後に速やかに実施際るものとし、点検者の安全確保を図るもの

と際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第40節 港湾・漁港施設の応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 41節 鉄道事業者の応急対策.doc 
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 第４１節 鉄道事業者の応急対策 
 

担当部署 都市政策課 

 

１ 計画の方針 

西日本旅客鉄道㈱、えちごトキめき鉄道㈱及び日本貨物鉄道㈱朔、地震又朔津波が発生

し、若しく朔津波が発生際るおそ参がある場合、旅客の安全を確保し、被害を最小限にと

鷺めるとともに、迅速作応急復旧に努める甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第41節 鉄道事業者の応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 42節 治山・砂防施設等の応急対策.doc 
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 第４ǘ節 治山・砂防施設等の応急対策 
 

担当部署 能生事務所 青海事務所 農林水産課 商工観光課 ◎建設課  

消防本部 

 

１ 計画の方針 

治山、砂防等の管理者朔、施設の損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を執るとと

もに、関係機関の緊密作連携のもと、災害の拡大や二次災害を防止際るため、迅速、的確

作応急対策を実施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第42節 治山・砂防施設等の応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 43節 河川・海岸施設の応急対策.doc 
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 第４３節 河川・海岸施設の応急対策 
 

担当部署 能生事務所 青海事務所 農林水産課 商工観光課 ◎建設課 

 

１ 計画の方針 

河川・海岸等の管理者朔、施設の損壊箇所の機能確保を図るための応急体制を整えると

ともに、関係機関の緊密作連携のもと、災害の拡大や二次災害を防止際るため、迅速、的

確作応急対策を実施際る甑 

作お、津波発生後の施設の緊急点検等について朔、津波警報等が解除さ参、津波による

災害のおそ参が作く作った後に速やかに実施際るものとし、点検者の安全確保を図るもの

と際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第43節 河川・海岸施設の応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 44節 農地・農業用施設等の応急対策.doc 
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 第４４節 農地・農業用施設等の応急対策 
 

担当部署 農林水産課 

 

１ 計画の方針 

農地及び農道、用排水施設、ため池、地際べ三防止施設等の農地・農業用施設の管理者

朔、地震又朔津波による被害を軽減際るための措置を行うとともに、地震又朔津波発生時

に朔関係機関と連携し各管理施設の被害状況の把握及び応急対策を速やかに実施し、機能

確保に努める甑 

作お、津波発生後の施設の緊急点検等について朔、津波警報等が解除さ参、津波による

災害のおそ参が作く作った後に速やかに実施際るものとし、点検者の安全確保を図るもの

と際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第44節 農地・農業用施設等の応急対策墾に準ず

る甑 

この場合において、震災対策編 第３章坤第44節 農地・農業用施設等の応急対策墾中坤地

震発生直後墾とあるの朔坤地震又朔津波発生直後墾と読み替えるものと際る甑 

 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 45節 農林水産業応急対策.doc 
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 第４５節 農林水産業応急対策 
 

担当部署 農林水産課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波災害時において朔、農林水産業生産基盤の被災、農林水産業用施設の損壊、

家畜等の突然死及び飼養施設の損壊等が予想さ参ることから、市朔、農林水産業関係団体

等と緊密作連携をと三、被害状況の把握及びその応急対策に努める甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第45節 農林水産業応急対策墾に準ずる甑 

 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 46節 商工業応急対策.doc 
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 第４６節 商工業応急対策 
 

担当部署 商工観光課 

 

１ 計画の方針 

地震又朔津波災害時における商工業に係る事業資産の損害を最小限にと鷺め、事業の61

続又朔早期復旧を図るとともに、緊急時における企業活動への支援を行う甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第46節 商工業応急対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 47節 応急住宅対策.doc 
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 第４７節 応急住宅対策 
 

担当部署 市民課 商工観光課 ◎建設課 都市政策課 

 

１ 計画の方針 

災害によ三住家が滅失した被災者のうち自らの資力で朔住宅を確保でき作い者につい

て、災害救助法に基づく応急仮設住宅θ民間賃貸住宅の借上砦を含む甑χを設置し被災者

を収容際る甑また、災害によ三住家が半壊θ焼χし、自らの資力によ三応急修理を際るこ

とができ作い者等について、住宅の応急修理を実施してその援護を推進際る甑 

また、住宅が滅失した被災者に公営住宅等の空家を仮住宅として提供際るとともに、民

間賃貸住宅への入居を希望際る場合朔、物件情報を提供し、被災者の居住の安定を図る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第47節 応急住宅対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 48節 ボランテ伺アの受入参計画.doc 
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 第４８節 ボランテ伺アの受入れ計画 
 

担当部署 福祉事務所 

 

１ 計画の方針 

市朔、地震又朔津波発生時のボランテ伺ア活動が円滑に行わ参るよう、関係機関の支

援・協力によ三、市災害ボランテ伺アセンターの設置及び運営を迅速かつ的確に実施際る甑 

作お、災害ボランテ伺ア活動朔、糸魚川市社会福祉協議会が主体と作って各種団体やボ

ランテ伺アの協力を得て行うものと際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第48節 ボランテ伺アの受入参計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 49節 義援金の受入参・配分計画.doc 
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 第４９節 義援金の受入れ・配分計画 
 

担当部署 福祉事務所 ◎会計課 

 

１ 計画の方針 

大規模作地震又朔津波による被災者に対し、全国から寄せら参る義援金について、その

受入参体制及び配分方法等を定め、迅速かつ適切に被災者に配分際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第49節 義援金の受入参・配分計画墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 50節 義援物資対策.doc 
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 第５ǹ節 義援物資対策 
 

担当部署 商工観光課 福祉事務所 

 

１ 計画の方針 

被災者ニーズに沿った物資を的確に把握際るとともに、全国から寄せら参る大量の義援

物資について、その受入参体制及び保管方法等をあらか載め定める甑 

た坂し、大量の義援物資朔、保管、仕分け、配送等に多大作労力、保管場所及び時間が

必要と作るため、発災直後に不特定多数の個人からの義援物資を受け取ら作いことを原則

に坤被災地が真に必要としているもの墾の情報の的確作発信や民間業者との連携を図ると

ともに、可能作限三義援金での支援を呼びかける甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第50節 義援物資対策墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 3章 災害応急対策 第 51節 災害救助法による救助.doc 
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 第５１節 災害救助法による救助 
 

担当部署 総務課 財政課 ◎消防本部 

 

１ 計画の方針 

災害救助法による応急救助朔、災害発生直後の混乱期における被災者保護及び社会秩序

の保全を目的とした緊急の措置であ三、法適用の必要が認めら参た場合朔、速やかに所定

の手続を行うとともに、迅速かつ的確作災害救助業務を実施際る甑 

 

 

具体的作計画朔、震災対策編 第３章坤第51節 災害救助法による救助墾に準ずる甑 



津波災害対策編 第 4章 災害復旧・復興計画 第 1節 民生安定化対策.doc 
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第４章 災害復旧・復興計画 

第１節 民生安定化対策

担当部署 

◎総務課 企画定住課 市民課 福祉事務所 商工観光課 建設課

都市政策課 会計課 教育委員会 ガス水道局 

１ 計画の方針 

市、県、国及び公共サービスを提供する機関は、災害により被害を受けた市民の自力復

興を促進し、安定した生活の早期回復を図るため、被災者からの生活相談の受付、離職を

余儀なくされた場合の職業の斡旋、生活関連物資の安定供給のための措置、租税の徴収猶

予措置、公共料金の特例措置等を実施する。 

具体的な計画は、震災対策編 第４章「第１節 民生安定化対策」に準ずる。 



津波災害対策編 第 4章 災害復旧・復興計画 第 2節 融資・貸付その他資金等による支援計画.doc 
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第２節 融資・貸付その他資金等による支援計画

担当部署 総務課 財政課 ◎福祉事務所 農林水産課 商工観光課 

１ 計画の方針 

災害により被害を受けた市民が、その痛手から速やかに再起更生できるよう融資・貸付

等の金融支援を行い、被災者等の生活確保又は事業経営安定の措置を講ずる。 

また、災害により死亡した者の遺族に弔慰金を、著しい障害を受けた者には見舞金を支

給する。 

具体的な計画は、震災対策編 第４章「第２節 融資・貸付その他資金等による支援計画」

に準ずる。 



津波災害対策編 第 4章 災害復旧・復興計画 第 3節 公共施設等災害復旧対策.doc 

4-3-1 

第３節 公共施設等災害復旧対策 

担当部署 施設所管全部署 ◎総務課 財政課 消防本部 

１ 計画の方針 

公共施設等の地震又は津波による被害を早期に復旧するため、的確に被害状況を調査把

握し、速やかに災害復旧の基本方向を決定するとともに、復旧計画を策定して災害査定を

受け、早期に事業実施できるよう一連の手続を明らかにする。 

また、激甚災害の指定を受けた場合とそれ以外の場合の復旧に対する助成制度・財政援

助の内容とそれぞれの担当窓口を明確にし、併せて市民及び関係団体等に対する災害復旧

計画及び復旧状況に関する必要な情報提供に努める。 

具体的な計画は、震災対策編 第４章「第３節 公共施設等災害復旧対策」に準ずる。 

この場合において、震災対策編 第４章「第３節 公共施設等災害復旧対策」中「地震」

とあるのは「地震又は津波」と読み替えるものとする。 



津波災害対策編 第 4章 災害復旧・復興計画 第 4節 災害復興対策.doc 
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第４節 災害復興対策

担当部署 

◎総務課 企画定住課 財政課 農林水産課 商工観光課 建設課

都市政策課 消防本部 

１ 計画の方針 

被災地の復興は、被災者の生活再建を支援し、より安全性に配慮した地域振興のための

基礎的な条件づくりを目指すものとする。 

市は、災害により壊滅的な被害を受けた地域の社会経済活動や被災者の生活の緊急かつ

健全で円滑な再建・復興を図るため、県、市民、民間事業者等と協力して速やかに復興基

本方向を定め、復興計画を作成する。 

また、災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ円滑

な復興を図るものとする。 

市、県及び公共施設管理者は、復興計画に基づき、市民の合意形成を図りながら、災害

防止と快適で安全な防災まちづくりを目指した効果的な復興対策及び防災対策を早急に

実施する。 

なお、計画の策定にあたっては、地域の自然・社会条件を踏まえ、広く市民各層の意見

が反映されるよう努めるほか、男女共同参画の理念から見て妥当なものとなるよう配慮す

る。 

具体的な計画は、震災対策編 第４章「第４節 災害復興対策」に準ずる。 

この場合において、震災対策編 第４章「第４節 災害復興対策」中「避難路、避難場所、

延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾、空港等の骨格的な都

市基盤施設及び防災安全街区の整備、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共

同溝の整備等、ライフラインの耐震化等、建築物や公共施設の耐震・不燃化、耐震性貯水槽

の設置等」とあるのは「必要に応じ、浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地

利用計画の策定や、できるだけ短時間で避難が可能となるよう避難場所・津波避難ビル等、

避難路・避難階段等の避難関連施設を都市計画と連携して計画的に整備すること等を基本的

な目標とする」と読み替える。 

また、次に掲げる事項を３『(2) 防災まちづくり』に加える。 

市及び県は、津波による被害を受けた被災地について、津波に強いまちづくりを図る観点

から、住民等の参加のもと、高台移転も含めた総合的な市街地の再整備を行う。その際、時

間の経過とともに被災地域への再移転が行われないよう、津波災害特別警戒区域等による土

地利用制限や建築制限等を行うことについても検討する。 


